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１ 権力関係と民法177条 
 

 権力関係と民法177条 
 

 
農地買収処分 

（最大判昭28.2.18） 

租税滞納処分 

（最判昭31.4.24） 

判 例 

農地買収処分は、国家が権力的手段

を以て農地の強制買上を行うもの

であって、対等の関係にある私人相

互の経済取引を本旨とする民法上

の売買とは、その本質を異にするも

のである。従って、かかる私経済上

の取引の安全を保障するために設

けられた民法177条の規定は、自作

農法による農地買収処分には、その

適用を見ないものと解すべきであ

る。 

滞納者の財産を差し押えた国の地

位は、あたかも、民事訴訟法上の強

制執行における差押債権者の地位

に類するものであり、租税債権がた

またま公法上のものであることは、

この関係において、国が一般私法上

の債権者より不利益の取扱を受け

る理由となるものではない。それ

故、滞納処分による差押の関係にお

いても、民法177条の適用があるも

のと解するのが相当である。 

177条の適用 否 定 肯 定 

２ 金銭債権の消滅時効 
 

 金銭債権の消滅時効 
 

 
自衛隊安全配慮義務事件 

（最判昭50.2.25） 

公立病院診療費請求事件 

（最判平17.11.21） 

判 例 

会計法30条が金銭の給付を目的と

する国の権利及び国に対する権利

につき５年の消滅時効期間を定め

たのは、国の権利義務を早期に決済

する必要があるなど主として行政

上の便宜を考慮したことに基づく

ものである。 

国が、公務員に対する安全配慮義務

を懈怠し違法に公務員の生命、健康

等を侵害して損害を受けた公務員

に対し損害賠償の義務を負う場合、

国に対する右損害賠償請求権の消

滅時効期間は、会計法30条所定の

５年と解すべきではなく、民法167

条１項により10年と解すべきであ

る。 

公立病院において行われる診療は、

私立病院において行われる診療と本

質的な差異はなく、その診療に関す

る法律関係は本質上私法関係という

べきであるから、公立病院の診療に

関する債権の消滅時効期間は、地方

自治法236条１項所定の５年ではな

く、民法170条１号により３年と解

すべきである。 

 

消滅時効 10年 ３年 

 

  

－図表－ 

－図表－ 

１ 公法・私法パターン 
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３ 行政法令と民事法の不整合 
 

 行政法令と民事法の不整合 
 

 
建築基準法65条と民法234条 

（最判平元.9.19） 

公営住宅の使用関係 

（最判昭59.12.13） 

判 例 

建築基準法65条は、防火地域また

は準防火地域内にある外壁が耐火

構造の建築物について、その外壁

を隣地境界線に接して設けること

ができる旨規定しているが、これ

は、同条所定の建築物に限り、そ

の建築については民法234条１項

の規定の適用が排除される旨を定

めたものと解するのが相当であ

る。 

公営住宅の使用者が法の定める公営

住宅の明渡請求事由に該当する行為

をした場合であっても、賃貸人である

事業主体との間の信頼関係を破壊す

るとは認め難い特段の事情があると

きには、事業主体の長は、当該使用者

に対し、その住宅の使用関係を取り消

し、その明渡を請求することはできな

いものと解するのが相当である。 

優 劣 建築基準法65条 信頼関係破壊の法理 

４ 国家賠償法１条と民法715条 
 

 国家賠償法１条と民法715条 
 

 国家賠償法１条 民法715条 

個人責任 
不可 

（最判昭30.4.19） 

可 

（民法709条） 

求償権 

行使要件 
故意・重過失 故意・過失 

免責規定 な し あ り 

 

  

－図表－ 

－図表－ 
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１ 意義 

 法律による行政の原理とは、行政活動は、国民の代表によって作られた法律

に従って行われなければならないという原則をいう。 

２ 趣旨 

 ①国民の権利・自由を保障するという自由主義的意義と、②行政権が国民の

代表によって作られた法律に服するという民主主義的意義を有する。 

３ 内容 

(1) 法律の法規創造の原則 

 法律の法規創造の原則とは、法律によってのみ国民の権利義務を左右する

法規を創造できるという原則をいう。 

 「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」という

憲法41条は、この原則の根拠となる。 

(2) 法律の優位の原則 

 法律の優位の原則とは、行政機関は、法律に従わなければならず、法律に

違反する行政活動は許されないという原則をいう。 

(3) 法律の留保の原則 

ア 意義 

 法律の留保の原則とは、行政機関が一定の行政活動を行うためには、法

律によって権限が与えられていなければならないという原則をいう。 

イ 「法律」の意義 
 

 「法律」の意義 
 

組織規範 根拠規範 規制規範 

特定の行政機関の組織に関

する規範をいう。 

組織規範が存在することを

前提として、行政機関が一定

の行為をするに際して必要

とされる規範をいう。 

個人の権利自由を制約する

行政活動には、根拠規範が必

要と解されている。 

行政機関が一定の行政活動

をするに際して、その適正化

を図るための規範をいう。 

ウ 法律の留保の原則の範囲 

 行政実務は、国民に義務を課したり、権利を制限する侵害行政について

は、法律の根拠が必要であるが、それ以外のものについては、法律の根拠

は要しないという侵害留保説を採っている。 

  

－図表－ 

２ 法律による行政パターン 
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１ 行政行為 

(1) 意義 

 行政行為とは、行政庁が、一方的行為により、具体的に国民の権利義務を

規律する行為をいう。 
 

 行政行為の意義 
 
 行政庁の行為 対外的行為 法的効果 具体的行為 一方的行為 

意 義 

行政行為は、

行政庁の行為

である。 

行政行為は、

行政外部の国

民に対して行

われる行為で

ある。 

行政行為は、

特定の国民の

権利義務を規

律する法的効

果を有する行

為である。 

行政行為は、

具体的な内容

を有する行為

である。 

行政行為は、

相手方の同意

なしに、行政

庁が一方的に

行う行為であ

る。 

非該当 

行政庁以外の

行為は、原則

として行政行

為ではない。 

行政組織内部

の行為は、行

政行為ではな

い。 

行政指導や行

政強制などの

事実行為は、

行政行為では

ない。 

抽象的な規範

を定立する立

法行為は、行

政行為ではな

い。 

相手方の同意

により成立す

る行政契約や

任意の協力を

求める行政指

導は、行政行

為ではない。 

(2) 行政行為と「処分」概念 

 行政行為というのは、講学上の概念であり、実定法上は、「処分」の語が使

われている（行政手続法２条、行政不服審査法１条２項、行政事件訴訟法３条

２項）。 

 行政行為という概念と「処分」という概念は、ほぼ一致するが、行政事件訴訟

法が取消訴訟の対象として使用している「処分」概念は、これを規定する法律

の解釈により、行政行為概念とは一致しないこともある。 
 

 ごみ焼却場設置無効確認事件（最判昭 39.10.29） 

（事案） 

 Ｙは、都議会の議決を経て、ごみ焼却場の設置計画を決定し、建築工事に着

手しようとした。これに対して、Ｘらは、ごみ焼却場設置の無効確認を求めて

出訴した。 

（判旨） 

 行政庁の処分とは、行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものでは

なく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によっ

て、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認め

られているものをいうものをいう。 
 

 

判
判 例

例 

－図表－ 

３ 事前・事後パターン 
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２ 分限・懲戒処分 

(1) 分限 

ア 意義 

 公務員は、法律または人事院規則に定める事由による場合でなければ、

その意に反して、降任され、休職され、または免職されることはない。 
 

 分限処分の法定事項 
 

降任及び免職の場合 休職の場合 

① 人事評価または勤務の状況を示す事実

に照らして、勤務実績がよくない場合 

② 心身の故障のため、職務の遂行に支障

があり、またはこれに堪えない場合 

③ その他その官職に必要な適格性を欠く

場合 

④ 官制若しくは定員の改廃または予算の

減少により廃職又は過員を生じた場合 

① 心身の故障のため、長期の休養を要す

る場合 

② 刑事事件に関し起訴された場合 

 

イ 手続 

 分限処分については、行政手続法の不利益処分に係る規定の適用はな

い。また、分限処分は、行政事件訴訟法にいう処分であり、行政上の不服

申立前置主義が置かれている。 

(2) 懲戒 

ア 意義 

 懲戒とは、公務員関係の秩序を維持するため、公務員の義務違反に対し

て制裁を課すものをいう。 

 懲戒事由は、法定主義が採用されており、以下の通り。 

① この法律若しくは国家公務員倫理法またはこれらの法律に基づく命令

に違反した場合 

② 職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合 

③ 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 

 懲戒の種類としては、免職、停職、減給、戒告の４種類がある。 

イ 手続 

 懲戒処分については、行政手続法の不利益処分に係る規定の適用はな

い。 

 もっとも、職員に対し、その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、

その他これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、または懲戒処分を行

おうとするときは、その処分を行う者は、その職員に対し、その処分の際、

処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない（国家公務員法89

条）。また、懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をす

ることができる（国家公務員法90条１項）。 

－図表－ 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%96%40%88%ea%93%f1%8b%e3&REF_NAME=%8d%91%89%c6%8c%f6%96%b1%88%f5%97%cf%97%9d%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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 なお、懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間において

も、人事院または人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適

宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職

員が、同一または関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを

妨げない（国家公務員法85条）。 
 

 分限処分と懲戒処分 
 

 分限処分 懲戒処分 

事 由 

１ 降任・免職の場合 

① 人事評価または勤務の状況

を示す事実に照らして、勤務

実績がよくない場合 

② 心身の故障のため、職務の

遂行に支障があり、またはこ

れに堪えない場合 

③ その他その官職に必要な適

格性を欠く場合 

④ 官制若しくは定員の改廃ま

たは予算の減少により廃職ま

たは過員を生じた場合 

２ 休職の場合 

① 心身の故障のため、長期の

休養を要する場合 

② 刑事事件に関し起訴された

場合 

① この法律若しくは国家公務員倫

理法またはこれらの法律に基づく

命令に違反した場合 

② 職務上の義務に違反し、または職

務を怠った場合 

③ 国民全体の奉仕者たるにふさわ

しくない非行のあった場合 

 

内 容 降任・休職・免職等 免職・停職・減給・戒告 

事前手続 行政手続法の不利益処分に係る規定の適用はない（適用除外）。 

事後手続 人事院に対してのみ審査請求をすることができる（不服申立前置主義）。 

免職の場合 退職手当支給 退職手当の全部または一部不支給 

  

－図表－ 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%96%40%88%ea%93%f1%8b%e3&REF_NAME=%8d%91%89%c6%8c%f6%96%b1%88%f5%97%cf%97%9d%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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３ 行政規則 

(1) 意義 

 行政規則とは、行政機関が定める規範のうち、国民の権利義務に関わる法

規としての性質を有しないものをいう。 

(2) 種類 

 行政規則は、通達、訓令、告示という形式で定められる。 

 通達とは、上級行政機関が下級行政機関および職員に対してその職務権

限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものをいう（国家行政

組織法14条２項）。 

(3) 法的統制 

ア 法律の根拠 

 行政規則は、法規としての性格を有しないため、法律の根拠は不要であ

る。 

イ 行政手続法による統制（意見公募手続） 

(ア) 意義 

 意見公募手続とは、命令等制定機関が、命令等を定めようとする場合、

当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の

提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求める

手続をいう。 

(イ) 対象 

 意見公募手続の対象となる「命令」とは、内閣または行政機関が定める、

①法律に基づく命令（処分の要件を定める告示を含む）または規則、②

審査基準、③処分基準、④行政指導指針である。 

 ①法律に基づく命令（処分の要件を定める告示を含む）または規則は、

法規命令、②審査基準、③処分基準、④行政指導指針は、行政規則に

分類される。 

(4) 司法的統制 

ア 行政事件訴訟 
 

 墓地埋葬法通達事件（最判昭 43.12.24） 

（事案） 

 墓地の管理をするＸは、本件通達によって異教徒の埋葬の受忍が刑罰をもっ

て強制される等として、本件通達の取消しを求めて出訴した。 

（判旨） 

 元来、通達は、原則として、法規の性質をもつものではなく、上級行政機関

が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に

関して命令するために発するものであり、このような通達は右機関および職員

に対する行政組織内部における命令にすぎないから、これらのものがその通達

に拘束されることはあっても、一般の国民は直接これに拘束されるものではな

判 
例 
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く、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の

権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異な

るところはない。このように、通達は、元来、法規の性質をもつものではない

から、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを

理由として、その処分の効力が左右されるものではない。また、裁判所がこれ

らの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適

用にあたっては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすること

ができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定

することもできる筋合である。（中略） 

 そして、現行法上行政訴訟において取消の訴の対象となりうるものは、国民

の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処

分等でなければならないのであるから、本件通達中所論の趣旨部分の取消を求

める本件訴は許されないものとして却下すべきものである。 
 

イ 国家賠償訴訟 
 

（最判平 19.11.1） 

（事案） 

 Xは、違法な通達により在外被爆者の健康管理手当の受給権が失権したとし

て、国家賠償を請求した。 

（判旨） 

 一般に、通達は、行政上の取扱いの統一性を確保するために上級行政機関が

下級行政機関に対して発する法解釈の基準であって、国民に対して直接の法的

拘束力を有するものではないにしても、原爆三法の統一的な解釈、運用につい

て直接の権限と責任を有する上級行政機関たる上告人の担当者が上記のよう

な重大な結果を伴う通達を発出し、これに従った取扱いを継続するに当たって

は、その内容が原爆三法の規定の内容と整合する適法なものといえるか否かに

ついて、相当程度に慎重な検討を行うべき職務上の注意義務が存したものとい

うべきである。 

 以上によれば、402 号通達を作成、発出し、また、これに従った失権取扱 

いを継続した上告人の担当者の行為は、公務員の職務上の注意義務に違反する

ものとして、国家賠償法１条１項の適用上違法なものであり、当該担当者に過

失があることも明らかであって、上告人には、上記行為によって原告らが被っ

た損害を賠償すべき責任があるというべきである。 
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４ 行政指導 

(1) 意義 

 行政指導とは、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一

定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指

導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう」（行政手

続法２条６号）。 

 行政指導は、実定法上は、「助言」「指導」「指示」「勧告」などと呼ばれてい

る。 

(2) 類型 

ア 規制的行政指導 

 規制的行政指導とは、私人の権利・自由を規制する目的で行われる行政

指導をいう。規制的行政指導であっても、行政指導は、相手方の任意の協

力によってのみ実現されるもの（行政手続法32条１項）であり、行政指導に

従わないことを理由として相手方に不利益な取扱いをしてはならない（同法

２項）。 

イ 助成的行政指導 

 助成的行政指導とは、相手方に対して情報を提供して、私人の活動を助

成する目的で行われる行政指導をいう。 

ウ 調整的行政指導 

 調整的行政指導とは、私人間の紛争の解決のために行われる行政指導

をいう。 
 

(3) 限界 
 

 品川マンション事件（最判昭 60.7.16） 

（事案） 

 マンション建設業者ＸはＹに建築確認の申請を行ったが、住民の反対が強か

ったことから、ＹはＸに住民との話し合いを指導した。Ｘはこの指導に従って

話し合いをしたが、解決をみなかった。これに対して、Ｙが建築確認の留保を

明示したことから、Ｘは、この留保がされたことを不服として国家賠償を求め

て出訴した。 

（判旨） 

 確認処分の留保は、建築主の任意の協力・服従のもとに行政指導が行われて

いることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自

己の申請に対する確認処分を留保されたままでの行政指導には応じられない

との意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反して

その受忍を強いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、

建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合に

は、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを

比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に

反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われて
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いるとの理由だけで確認処分を留保することは、違法であると解するのが相当

である。 

 したがって、いったん行政指導に応じて建築主と付近住民との間に話合いに

よる紛争解決をめざして協議が始められた場合でも、右協議の進行状況及び四

囲の客観的状況により、建築主において建築主事に対し、確認処分を留保され

たままでの行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明

し、当該確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めているものと認められる

ときには、他に前記特段の事情が存在するものと認められない限り、当該行政

指導を理由に建築主に対し確認処分の留保の措置を受忍せしめることの許さ

れないことは前述のとおりであるから、それ以後の右行政指導を理由とする確

認処分の留保は、違法となるものといわなければならない。 
 

(4) 法的統制 

ア 法律の根拠 

 行政指導は、相手方の任意を前提とする事実行為にすぎないため、法律

上の根拠は不要である。もっとも、行政指導を行うためには、組織法上の根

拠は必要である。 

イ 行政手続法による統制 

(ア) 行政指導の方式 

 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨

及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない（行政手続法35

条１項）。 

(イ) 行政指導の中止等の求め（行政手続法36条の２） 

 行政指導の中止等の求めとは、法律に基づく行政指導を受けた相手

方が、行政指導が法律の要件に適合しないと思料する場合に、行政指

導の中止等を求めることができるものをいう。 

 行政機関は、申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導

が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導

の中止その他必要な措置をとらなければならない。 

 もっとも、行政指導の中止等の求めは、あくまで申出制度であるため、

行政機関には応答義務がなく、国民に申請権を認めたものではない。 

(ウ) 処分等の求め（行政手続法36条の３） 

 処分等の求めとは、国民が、法律違反をしている事実を発見した場合

に、是正のための処分等を求めることができるものをいう。 

 行政庁又は行政機関は、申出があったときは、必要な調査を行い、そ

の結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をし

なければならない。 

 処分等の求めは、平成16年改正で行政事件訴訟法に新設された非申

請型義務付け訴訟に、行政レベルで対応するものであるが、あくまで申

出制度であるため、行政機関には応答義務がなく、国民に申請権を認

めたものではない。 
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 なお、行政手続法36条の３第１項は、「何人も」と規定しており、「法律

上の利益」を有する者に、申出は限定されていない。 
 

 生活保護法 27条 1項の指導・指示（最判平 26.10.23） 

（事案） 

 生活保護法に基づく保護を受けていた上告人が、その居住地を所轄する京都

市伏見福祉事務所長から、生活保護法施行規則１９条により書面によって行わ

れた同法27条１項に基づく指示に従わなかったとの理由で同法62条３項に

基づく保護の廃止の決定を受けたことにつき、本件廃止決定はその指示の内容

が客観的に実現不可能なものであるから違法であるなどとして、被上告人に対

し、国家賠償法１条１項に基づく損害賠償を求めた。 

（判旨） 

 生活保護法 62 条１項は、保護の実施機関が同法２７条の規定により被保護

者に対し必要な指導又は指示をしたときは、被保護者はこれに従わなければな

らない旨を定め、同法 62 条３項は、被保護者がこの義務に違反したときは、

保護の実施機関において保護の廃止等をすることができる旨を定めている。そ

して、生活保護法施行規則 19 条は、同法 62 条３項に規定する保護の実施機

関の権限につき、同法 27 条１項の規定により保護の実施機関が書面によって

行った指導又は指示に被保護者が従わなかった場合でなければ行使してはな

らない旨を定めているところ、その趣旨は、保護の実施機関が上記の権限を行

使する場合にこれに先立って必要となる同項に基づく指導又は指示を書面に

よって行うべきものとすることにより、保護の実施機関による指導又は指示及

び保護の廃止等に係る判断が慎重かつ合理的に行われることを担保してその

恣意を抑制するとともに、被保護者が従うべき指導又は指示がされたこと及び

その内容を明確にし、それらを十分に認識し得ないまま不利益処分を受けるこ

とを防止して、被保護者の権利保護を図りつつ、指導又は指示の実効性を確保

することにあるものと解される。このような生活保護法施行規則 19 条の規定

の趣旨に照らすと、上記書面による指導又は指示の内容は、当該書面自体にお

いて指導又は指示の内容として記載されていなければならず、指導又は指示に

至る経緯及び従前の指導又は指示の内容やそれらに対する被保護者の認識、当

該書面に指導又は指示の理由として記載された事項等を考慮に入れることに

より、当該書面に指導又は指示の内容として記載されていない事項まで指導又

は指示の内容に含まれると解することはできないというべきである。 

 これを本件についてみるに、本件指示書には、指示の内容として、本件請負

業務による収入を月額１１万円まで増収すべき旨が記載されているのみであ

り、本件自動車を処分すべきことも指示の内容に含まれているものと解すべき

記載は見当たらないから、本件指示の内容は上記の増収のみと解され、処分行

政庁が上告人に対し従前から増収とともにこれに代わる対応として本件自動

車の処分を口頭で指導し、上告人がその指導の内容を理解しており、本件指示

書にも指示の理由として従前の指導の経過が記載されていたとしても、本件自

動車の処分が本件指示の内容に含まれると解することはできないというべき

である。 
 

(5) 司法的統制 

ア 行政事件訴訟 
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 病院開設中止勧告事件（最判平 17.7.15） 

（事案） 

 Ｘが病院の開設を計画し、Ｙに許可申請したところ、旧医療法 30 条の７に

基づき開設を中止するよう勧告がなされた。Ｙはこれを拒否する旨の文書を提

出し、それに対しＹが本件申請を許可する処分とともに、中止勧告に従わずに

病院を開設した場合には、保険医療機関指定の拒否をすることとされている旨

の通告を行った。これに対し、Ｘが本件勧告等の取消しを求めて出訴した。 

（判旨） 

 医療法及び健康保険法の規定の内容やその運用の実情に照らすと、医療法

30 条の７の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受け

た者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められてい

るけれども、当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には、相当程度

の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができ

なくなるという結果をもたらすものということができる。そして、いわゆる国

民皆保険制度が採用されている我が国においては、健康保険、国民健康保険等

を利用しないで病院で受診する者はほとんどなく、保険医療機関の指定を受け

ずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから、

保険医療機関の指定を受けることができない場合には、実際上病院の開設自体

を断念せざるを得ないことになる。このような医療法 30 条の７の規定に基づ

く病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営にお

ける保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、この勧告は、行政事件訴

訟法３条２項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当た

ると解するのが相当である。後に保険医療機関の指定拒否処分の効力を抗告訴

訟によって争うことができるとしても、そのことは上記の結論を左右するもの

ではない。 

 したがって、本件勧告は、行政事件訴訟法３条２項の「行政庁の処分その他

公権力の行使に当たる行為」に当たるというべきである。 
 

イ 国家賠償訴訟 
 

 武蔵野マンション教育負担金事件（最判平 5.2.18） 

（事案） 

 ＸはＹ市にマンションの建設を計画したところ、Ｙ市は、宅地開発指導要綱

に基づいて教育施設負担金の寄付を要請した。これに対して、Ｘは、Ｙ市に教

育施設負担金を納付したが、その後、Ｘは、この寄付がＹ市の強迫によるもの

であるとして意思表示の取消しを主張した上で、教育施設負担金相当額の返還

を求めて出訴した。 

（判旨） 

 本件当時、被上告人は、事業主に対し、法が認めておらずしかもそれが実施

された場合にはマンション建築の目的の達成が事実上不可能となる水道の給

水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、指導要綱を遵守させようとし

ていたというべきである。被上告人がＸに対し指導要綱に基づいて教育施設負

担金の納付を求めた行為も、被上告人の担当者が教育施設負担金の減免等の懇

請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、Ｘに対し、指導要綱所

定の教育施設負担金を納付しなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使
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用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって、マンションを建築しよう

とする以上右行政指導に従うことを余儀なくさせるものであり、Ｘに教育施設

負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。指導要綱に

基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目

的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮し

ても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超え

るものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。 
 

４ 行政計画 

(1) 意義 

 行政計画とは、行政が行政活動を計画的に行うために目標を設定し、それ

を達成するために必要な手段を総合的に示すことをいう。 

(2) 法的統制 

ア 法律の根拠 

 国民の法的地位に影響を与える拘束的計画については、法律の根拠が

必要であるが、非拘束的計画には、法律の根拠は不要である。 

イ 行政手続法による統制 

 行政手続法には、計画策定手続についての規定は置かれておらず、計

画策定手続に関する一般的な手続法上のルールは、未確立である。 

ウ 計画裁量 

(ア) 意義 

 計画裁量とは、行政計画の策定については、一般的に、広範な裁量が

認められていることをいう。もっとも、計画裁量も、行政裁量の一つである

から、裁量権を逸脱・濫用した場合には、当該行政計画は違法となる。 

(イ) 判例 
 

 小田急高架訴訟本案判決（最判平 18.11.2） 

（事案） 

 建設大臣（当時）が東京都に行った東京都市計画高速鉄道 9 号線の立体交

差化を内容とする都市計画事業認可および付属街路の設置を内容とする都市

計画事業認可を行った。これに対し、付属街路事業内に不動産を所有又は賃借

するＸ１ら、及びそれ以外の近隣住民Ｘ２らが各事業認可の取消しを求めて出

訴した。 

（判旨） 

 都市計画法の基準に従って都市施設の規模、配置等に関する事項を定めるに

当たっては、当該都市施設に関する諸般の事情を総合的に考慮した上で、政策

的、技術的な見地から判断することが不可欠であるといわざるを得ない。そう

すると、このような判断は、これを決定する行政庁の広範な裁量にゆだねられ

ているというべきであって、裁判所が都市施設に関する都市計画の決定又は変

更の内容の適否を審査するに当たっては、当該決定又は変更が裁量権の行使と

してされたことを前提として、その基礎とされた重要な事実に誤認があること

等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合、又は、事実に対する評価が
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明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しない

こと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めら

れる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法と

なるとすべきものと解するのが相当である。以上の見地に立って検討するに、

前記事実関係の下においては、平成５年決定が本件高架式を採用した点におい

て裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとはいえ

ないと解される。 
 

(3) 司法的統制 

ア 行政事件訴訟 
 

 土地区画整理事業計画（最大判平 20.9.10） 

（事案） 

 Ｙが土地区画整理事業を計画し、決定公告した。同事業の施行地区内に土地

を所有するＸらが本件事業計画決定の取消しを求めて出訴した。 

（判旨） 

 施行地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定がされることによって、前記

のような規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき

地位に立たされるものということができ、その意味で、その法的地位に直接的

な影響が生ずるものというべきであり、事業計画の決定に伴う法的効果が一般

的、抽象的なものにすぎないということはできない。 

 もとより、換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた

宅地所有者等は、当該換地処分等を対象として取消訴訟を提起することができ

るが、換地処分等がされた段階では、実際上、既に工事等も進ちょくし、換地

計画も具体的に定められるなどしており、その時点で事業計画の違法を理由と

して当該換地処分等を取り消した場合には、事業全体に著しい混乱をもたらす

ことになりかねない。それゆえ、換地処分等の取消訴訟において、宅地所有者

等が事業計画の違法を主張し、その主張が認められたとしても、当該換地処分

等を取り消すことは公共の福祉に適合しないとして事情判決（行政事件訴訟法

３１条１項）がされる可能性が相当程度あるのであり、換地処分等がされた段

階でこれを対象として取消訴訟を提起することができるとしても、宅地所有者

等の被る権利侵害に対する救済が十分に果たされるとはいい難い。 

 そうすると、事業計画の適否が争われる場合、実効的な権利救済を図るため

には、事業計画の決定がされた段階で、これを対象とした取消訴訟の提起を認

めることに合理性があるというべきである。 

 以上によれば、市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、

施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴

訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権

利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認め

るのが合理的である。 

 したがって、上記事業計画の決定は、行政事件訴訟法３条２項にいう「行政

庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当であ

る。 
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 処分性の肯否 
 

肯定例 否定例 

①  土地区画整理事業計画（最大判平

20.9.10） 

② 第二種市街地再開発事業計画（最判平

4.11.26） 

③ 土地改良事業の施行の認可（最判昭

61.2.13） 

① 都市計画の用途地域の指定（最判昭

57.4.22） 

イ 損害賠償訴訟 
 

 宜野座村工場誘致事件（最判昭 56.1.27） 

（事案） 

 Ｙ村村長Ａは、村内に工場建設を計画し、Ｘに対して村有地を譲渡すること

にし、整地工事等を完了させた。ところが、その後の村長選で、工場誘致に反

対のＢが選出されたため、Ｘは、工場の建設・操業を断念し、国家賠償法１条

１項及び民法 709 条に基づく損害賠償を求めて出訴した。 

（判旨） 

 地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施

策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることが

あることはもとより当然であって、地方公共団体は原則として右決定に拘束さ

れるものではない。しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定める

にとどまらず、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすること

を促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が

相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金

又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、右特定の者

は、右施策が右活動の基盤として維持されるものと信頼し、これを前提として

右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとで

は、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との間に右

施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっ

ても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき信義

衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる信頼に対して法的保

護が与えられなければならないものというべきである。 
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１ 聴聞手続 

(1) 意義 

 聴聞手続とは、主宰者のもと、行政庁と処分の名あて人が、口頭でやりとりを

する手続をいう。 

(2) 内容 

ア 行政庁による通知 

 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期

間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、以下の事項を書

面により通知しなければならない（行政手続法15条１項）。  

① 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 

② 不利益処分の原因となる事実 

③ 聴聞の期日及び場所 

④ 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 

イ 聴聞手続 

① 聴聞の主宰者 

 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

不利益処分を受けた者に関連する者については除斥規定があるが（行

政手続法19条）、行政庁の職員についての制限はない。 

② 聴聞期日 

 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予

定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因

となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない

（行政手続法20条１項）。 

 当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証

拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質

問を発することができる（行政手続法20条２項）。 

 聴聞における審理は、原則として、口頭での意見陳述の機会が保障さ

れる（口頭審理主義）。また、聴聞の期日における審理は、行政庁が公

開することを相当と認めるときを除き、非公開である（行政手続法20条６

項）。 

③ 陳述書等の提出 

 当事者又は参加人は、必ず聴聞の期日に出頭しなければならないわ

けではなく、出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及

び証拠書類等を提出することができる（行政手続法21条１項）。 

４ 手続法比較パターン 
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④ 聴聞調書と報告書の作成 

 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書に

おいて、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳

述の要旨を明らかにしておかなければならない（行政手続法24条１項）。 

 また、主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事

実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記

載した報告書を作成し、聴聞の調書とともに行政庁に提出しなければな

らない（行政手続法24条３項）。 
 

 聴聞調書と報告書 
 

 聴聞調書 報告書 

意 義 

聴聞の審理の経過を記載したもの

をいう。 

不利益処分の原因となる事実に対

する当事者等の主張に理由がある

かどうかについての意見を記載し

たものをいう。 

作成時期 

聴聞の期日における審理が行われ

た場合には各期日ごとに、当該審理

が行われなかった場合には聴聞の

終結後速やかに作成 

聴聞の終結後速やかに作成 

閲 覧 ○ 
 

⑤ 不利益処分の決定 

 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、聴聞調書の内容及び報

告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければなら

ない（行政手続法26条）。 

⑥ 審査請求の制限 

 この節の規定に基づく処分またはその不作為については、審査請求を

することができない（行政手続法27条）。 

 改正により、旧27条２項が削除され、聴聞手続を経てなされた不利益

処分についての異議申立ての制限は撤廃された。これにより、聴聞手続

を経てなされた不利益処分について、審査請求手続が可能になったと

解される。 

(3) 当事者または参加人の手続上の権利 

ア 代理人 

 聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、代理人は、各

自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる（行政手

続法16条１項、２項）。 

イ 参加人 

 主宰者は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不

利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有

するものと認められる者に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求

－図表－ 
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め、または当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

（行政手続法17条１項）。 

ウ 文書等の閲覧 

 当事者等は、予定される不利益処分の原因事実を証する資料の閲覧を

請求することができる（行政手続法18条）。 
 

 当事者又は参加人の手続上の権利 
 

代理人選任権 証拠書類等提出権 文書閲覧権 

聴聞の通知を受けた者は、

代理人を選任することがで

きる。代理人は、各自、当

事者のために、聴聞に関す

る一切の行為をすることが

できる（行政手続法16条１

項・２項）。 

当事者または参加人は、聴

聞の期日への出頭に代え

て、主宰者に対し、聴聞の

期日までに陳述書及び証拠

書類等を提出することがで

きる（行政手続法21条１

項）。 

 

当事者及び当該不利益処分

がされた場合に自己の利益

を害されることとなる参加

人は、聴聞の通知があった

時から聴聞が終結する時ま

での間、行政庁に対し、当

該事案についてした調査の

結果に係る調書その他の当

該不利益処分の原因となる

事実を証する資料の閲覧を

求めることができる（行政

手続法18条１項）。  

２ 審査請求（審理手続） 

(1) 意義 

 審査請求とは、行政庁の処分、または処分にかかる不作為について、審査

庁に対して不服申立てをする手続をいう。 

(2) 標準審理期間 

 標準審理期間とは、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求

に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。標準審理期間

には、補正に要する期間は含まれない。 

 改正により、審査請求の遅延の防止、審査請求人の権利利益の迅速な救

済という観点から、審理期間の目安となる標準審理期間の設定・公表が規定

された。 

 標準審理期間の設定は、行政手続法の標準処理期間の設定と同様に、行

政庁の努力義務であるが、標準審理期間が設定された場合、審査庁は、これ

を公にしておかなければならない（行政不服審査法16条）。 

(3) 書面申立主義の原則 

ア 原則 

 審査請求は、原則として、審査請求書を提出して行わなければならない

（行政不服審査法19条１項）。口頭よりも、書面による方が、申立内容が明

確化し、簡易迅速な救済を図りやすいためである。 
  
 
 
 
 

－図表－ 
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 審査請求書の記載事項 
 

 処分についての審査請求書 不作為についての審査請求書 

記載事項 

① 審査請求人の氏名または名称及

び住所または居所 

② 審査請求に係る処分の内容 

③ 審査請求に係る処分（当該処分

について再調査の請求について

の決定を経たときは、当該決定）

があったことを知った年月日 

④ 審査請求の趣旨及び理由 

⑤ 処分庁の教示の有無及びその内

容 

⑥ 審査請求の年月日 

① 審査請求人の氏名または名称及

び住所または居所 

② 当該不作為に係る処分について

の申請の内容及び年月日 

③ 審査請求の年月日 

 

 

 審査請求書の必要的記載事項に不備がある場合、審査庁は、相当の期

間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない（行

政不服審査法23条）。審査請求書の必要的記載事項の不備が、相当の期

間内に補正がされないときは、審査庁は、審理員による審理手続を経ること

なく、裁決で、当該審査請求を却下することができる（行政不服審査法24条

１項）。 

イ 例外 

 他の法律（条例に基づく処分については、条例を含む。）に、特別の定め

がある場合は、例外として、口頭による申立てが認められている（行政不服

審査法19条１項）。 

(4) 審理関係人 

 ア 審理員 

(ア) 意義 

 審理員とは、審理手続を主宰するため、審査庁に所属する職員から指

名される者をいう。旧法では、原処分に関与した職員が審査請求の審理

も行うことがあり得るなど、行政の審理の公正性が十分に確保されていな

いなどの指摘がされていた。そこで、新法では、審査庁による審理手続

の公正・中立性を確保するため、処分に関与していないなど一定の要件

をみたす職員（審理員）による審理手続を導入した。 

(イ) 審理員の指名 

 審査庁は、審査請求書が提出されたときは、審理員を指名するとともに、

その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければならない（行政不

服審査法９条１項本文）。 

 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう

努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及

び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公に

しておかなければならない（行政不服審査法17条）。審理員候補者名簿

－図表－ 
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が作成されている場合には、審理員は当該名簿に記載されている者の

中から指名される。 

(ウ) 審理員の権限 

 審理員は、弁明書の提出を求め、口頭意見陳述の審理を指揮し、鑑定

等を職権で行う権限を与えられている。また、審理手続を終結したときは、

裁決に関する意見書を作成し、事件記録とともに、審査庁に提出する。 

(エ) 審理員の除斥事由 

① 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求につい

ての決定に関与した者または審査請求に係る不作為に係る処分に関

与し、若しくは関与することとなる者 

② 審査請求人 

③ 審査請求人の配偶者、４親等内の親族または同居の親族 

④ 審査請求人の代理人 

⑤ 過去に③④であった者 

⑥ 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人

または補助監督人 

⑦ 第13条第１項に規定する利害関係人 

(オ) 審理員制度の適用除外 

 国家行政組織法第３条第２項が規定する行政委員会、国家行政組織

法第８条が規定する審議会等の合議制の機関が審査庁となる場合、審

理員制度を導入しなくても、不服申立ての審理の客観性と公正性は確

保されているため、審理員による審理手続の規定の適用が除外されてい

る。 

イ 代理人 

 審査請求は、代理人によってすることができる（行政不服審査法12条１

項）。代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為

をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場

合に限りすることができる（同条２項）。 
 

 

行政書士法の一部改正により、日本行政書士会連合会の会

則に基づいて実施される研修の課程を修了した特定行政書

士に、行政書士が作成した官公署への提出書類に係る許認

可等に関する不服申立手続について、代理権を認める旨が

行政書士法に規定されています。 

ウ 参加人 

 参加人とは、処分または不作為について利害関係を有する者のうち、審

理員の許可を得て審査請求に参加する者をいう。 

 利害関係人（審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分または

不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を

プラスα 
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有するものと認められる者をいう。）は、審理員の許可を得て、審査請求に

参加人として参加することができる（行政不服審査法13条１項）。 

 また、審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該

審査請求に参加することを求めることができる（同条２項）。 

 (5) 審理 

① 弁明書の提出 

 弁明書とは、処分を行ったこと、または処分を行っていないことについて

の理由を記載した書面をいう。 

 審理員は、処分庁等に審査請求書を送付し（行政不服審査法29条１項）、

相当の期間を定めて弁明書の提出を求め（同条２項）、処分庁等から弁明

書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付する（同条

５項）。 

② 反論書等の提出 
 

 反論書・意見書 
 

 反論書 意見書 

意 義 

反論書とは、弁明書に記載された事

項に対する反論を記載した書面をい

う（行政不服審査法30条１項）。 

意見書とは、審査請求に係る事件に

関する意見を記載した書面をいう

（行政不服審査法30条２項）。 

主 体 審査請求人 参加人 

改 正 

 旧法では、参加人には、口頭意見陳

述権や証拠書類等の提出権は認めら

れていたが、自己の主張に関する書

面の提出は認められていなかった。

新法では、審理員が簡易迅速かつ公

正な審理を行うためには、参加人の

主張内容が審理手続の当初から明ら

かになっていることが望ましいこと

などから、参加人の意見書提出権が

規定された。 

 審理員は、反論書・意見書の提出について、提出すべき相当の期間を定

めることができ（行政不服審査法30条１項・２項）、反論書の提出があったと

きはこれを参加人・処分庁等に、意見書の提出があったときはこれを審査

請求人・処分庁等に、それぞれ送付する（同条３項）。 

③ 口頭意見陳述 

(ア) 原則 

 行政不服審査法は、審理の方式について、迅速な審理手続の実現の

ため、書面審理主義を原則としている。 

(イ) 例外 

 審査請求人、参加人の申立てがあったとき、審査庁は申立人に口頭で

意見を述べる機会を与えなければならない（行政不服審査法31条１項本

－図表－ 
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文）。 新法では、口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得

て、処分庁等に対して質問を発することができる旨が規定された（同条５

項）。 

④ 職権証拠調べ 

 行政不服審査法は、職権で、関係物件の提出要求、参考人の陳述・鑑定

の要求、検証、審理関係人への質問を行うことができるとしている（職権証

拠調べ 行政不服審査法33条～36条）。これは、行政不服申立手続の迅

速な紛争処理の要請や、あくまで行政内部の監督手段であり、訴訟手続と

は異なる性質を持つためである。 

⑤ 証拠書類等の閲覧・謄写 

 審査請求人または参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に

対し、提出書類等の閲覧または写し等の交付を求めることができる（行政不

服審査法38条１項前段）。この場合、審理員は、第三者の利益を害するお

それがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲

覧又は交付を拒むことができない（同条１項後段）。 

⑥ 審理手続の終結 

 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するもの

とする（行政不服審査法41条１項）。 

 審理員は、審理手続を終結したときは、審理関係人に対し、審理員意見

書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期を通知する（同条３項）。 

 審理員意見書とは、審理員が、審理の結果を踏まえ、事案の概要及び審

理関係人の主張の要旨を整理し、当該事件の争点を明示した上で、審査

請求に対する結論及びその理由を記載したものをいう。 

 審理員は、審理の結果を審理員意見書にまとめ、これを事件記録とともに

審査庁に提出しなければならない（行政不服審査法42条２項）。もっとも、

審理員意見書は、審査庁を拘束するものではない。 

⑦ 行政不服審査会への諮問 

 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として、審査庁が

国の行政機関である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公

共団体の長等である場合にあっては地方公共団体に置かれる機関に、そ

れぞれ諮問しなければならない（行政不服審査法43条１項）。なお、行政不

服審査会及び地方公共団体に置かれる機関は諮問機関であるため、審査

庁は、行政不服審査会の答申内容には拘束されない。 

 行政不服審査会とは、審査庁たる主任の大臣等の諮問に応じ、審査請

求に係る事件について調査審議を行い、主任の大臣等に対して答申を行

う諮問機関をいう。行政不服審査会は、審査庁から独立した第三者機関が

審査庁の判断の妥当性をチェックすることにより、審査請求に対する裁決

の客観性及び公正性を担保するために、新法において新設された。 
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 行政不服審査会の設置・組織等 
 

 内 容 

設 置 総務省 

組 織 委員9人をもって組織 

 

委

員 

 

資 格 
審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、

法律又は行政に関して優れた識見を有する者 

地 位 原則、非常勤、ただし、３人以内の委員は、常勤可 

人 数 ９人 

任 命 両議院の同意を得て、総務大臣が任命 

任 期 ３年（再任可） 

  

－図表－ 
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３ 行政事件訴訟法と行政不服審査法の比較 
 

 行政事件訴訟法と行政不服審査法の比較 
 

 行政不服審査法 行政事件訴訟法 

取消原因 違法・不当 違法のみ 

申立適格 

原告適格 

処分の取消しを求めるにつき法律

上の利益を有する者（最判昭

53.3.14） 

処分の取消しを求めるにつき法律

上の利益を有する者（９条１項） 

処分の変更 可 不 可 

期間制限 

３か月 

客観的期間制限１年 

ただし、正当な理由 

６か月 

客観的期間制限１年 

ただし、正当な理由 

適用除外 あ り な し 

特 徴 簡易・迅速・公正 厳 格 

 執行停止制度の比較 
 

 行政不服審査法 行政事件訴訟法 

 任意的執行停止 義務的執行停止  

 

審査庁が処分庁

の上級行政庁ま

たは処分庁 

審査庁が処分庁

の上級行政庁ま

たは処分庁以外 

  

要 件 申立て又は職権 申立て 申立て 申立て 

効 果 

① 処分の効力

の停止 

② 処分の執行

の停止 

③ 手続の続行

の停止 

④ その他の措

置 

① 処分の効力

の停止 

② 処分の執行

の停止 

③ 手続の続行

の停止 

 ① 処分の効力

の停止 

② 処分の執行

の停止 

③ 手続の続行

の停止 

積極的 

要件 

審査庁が必要があると認めるとき 

① 審査請求人の申立て 

② 重大な損害を避けるために緊急

の必要があると認めるとき 

消極的 

要件 

① 公共の福祉に重大な影響を及ぼ

すおそれがあるとき 

② 本案について理由がないとみえ

るとき 

内閣総理 

大臣の 

異議制度 

× ○ 

 教示制度の比較 
 

 行政不服審査法 行政事件訴訟法 

処分の相手方 教示義務あり 教示義務あり 

利害関係人 
教示義務あり 

（教示を求められたとき） 
教示義務なし 

救済規定 あ り な し 

－図表－ 

－図表－ 

－図表－ 
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４ 住民監査請求 

(1) 意義 

 住民監査請求とは、住民が地方公共団体の執行機関または職員の財務会

計上の違法または不当な行為または職務を怠る事実について、監査委員に

監査を求め、その行為のまたは怠る事実について、予防や是正のために措

置を求める制度をいう。 

 直接請求の一種である事務の監査請求とは、住民が１人でも監査請求がで

きること、監査の対象が財務に限られることなどの点で異なる。 

(2) 要件 

ア 請求権者 

 住民監査請求の主体は、その地方公共団体の住民である（地方自治法

242条１項）。住民であれば、選挙権、納税の有無を問わず、外国人も法人

も請求することができる。 

イ 請求対象 

(ア) 違法・不当な「財務会計上の行為」 

① 公金の支出 

② 財産の取得・管理・処分 

③ 契約の締結・履行 

④ 債務その他の義務の負担 

(イ) 違法・不当な「怠る事実」 

① 公金の賦課・徴収 

② 財産の管理 

ウ 請求内容 

① 違法または不当な行為を防止するために必要な措置 

② 違法または不当な行為を是正するために必要な措置 

③ 違法または不当な怠る事実を改めるために必要な措置 

④ 違法または不当な行為または怠る事実によって生じた損害を補填す

るために必要な措置 

エ 手続 

 住民は、違法若しくは不当な行為または怠る事実があると認めるときは、

これを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講

ずべきことを請求することができる（地方自治法242条１項）。 

オ 請求期間 

 住民監査請求は、当該行為のあった日または終わった日から１年を経過

したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、こ

の限りでない（地方自治法242条２項）。 



再受験生のための必勝パターン攻略講義 行政法 

    ２７ 

(3) 効果 

 住民監査請求があった場合において、監査委員は、監査を行い、請求に理

由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知する

とともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公

共団体の議会、長その他の執行機関または職員に対し期間を示して必要な

措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、

かつ、これを公表しなければならない（地方自治法242条４項）。 

 住民監査請求をした住民が、勧告を受けてとられた措置に不服がある場合

には、違法な行為または怠る事実について、住民訴訟を提起できることとな

る。 

５ 住民訴訟 

(1) 意義 

 住民訴訟とは、住民監査請求を行った請求人が、監査委員の監査の結果

等に不服があるとき、または監査委員が一定の期間内に監査等を行わないと

きに、執行機関などの財務会計上の違法な行為または怠る事実につき、訴え

をもって請求できる制度をいう。 

(2) 要件 

ア 出訴権者 

 住民訴訟を提起することができる者、すなわち、原告適格を有する者は、

当該地方公共団体の住民で、住民監査請求をした者に限られる（地方自

治法242条の２第１項）。 

イ 請求対象 

 住民訴訟の対象となるのは、住民監査請求を行った事項に限られる。も

っとも、住民監査請求と異なり、財務会計上の違法な行為または怠る事実

だけが対象となり、不当な行為または怠る事実は対象とはならない。 

ウ 内容 

① 執行機関または職員に対する当該行為の全部または一部の差止め

の請求 

② 行政処分たる行為の取消しまたは無効確認の請求 

③ 執行機関または職員に対する怠る事実の違法確認の請求 

④ 執行機関または職員に対し、職員または行為を怠る事実に係る相手

方に損害賠償・不当利得返還の請求をすることを求める請求 

エ 手続 

 ４号請求は、平成14年の地方自治法改正により、原告住民が、地方公共

団体に代位して当該職員または当該行為もしくは怠る事実にかかる相手方

に損害賠償または不当利得返還の請求をする代位訴訟から、執行機関を

被告として当該職員または当該行為もしくは怠る事実に係る相手方に損害
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賠償等の請求を行うことを求める義務付け訴訟となっている。 
 
 
 

オ 請求期間 
 

 請求期間 
 

監査委員の監査の結

果または勧告に不服

がある場合 

監査委員の勧告を受

けた議会、長その他

の執行機関または職

員の措置に不服があ

る場合 

監査委員が請求をし

た日から60日を経

過しても監査または

勧告を行なわない場

合 

監査委員の勧告を受

けた議会、長その他

の執行機関または職

員が措置を講じない

場合 

当該監査の結果また

は当該勧告の内容の

通知があつた日から

30日以内 

当該措置に係る監査

委員の通知があつた

日から30日以内 

当該60日を経過し

た日から30日以内 

 

当該勧告に示された

期間を経過した日か

ら30日以内 

 
 

 事務監査請求・住民監査請求・住民訴訟の比較 
 

 事務監査請求 住民監査請求 住民訴訟 

請求権者 
有権者の50分の１以

上の連署 
住民各自 住民各自 

対 象 

違法・不当な事務 

（財務会計上の行為

に限らない。） 

違法・不当な財務 

会計上の行為 

違法な財務会計上の

行為 

請求の相手方 監査委員 監査委員 裁判所 

請求期間 な し 

違法、又は不当な財務

会計上の行為のあっ

た日から１年以内 

監査の結果・勧告から

30日以内 

措置にかかる通知か

ら30日以内 

 

  

－図表－ 

－図表－ 
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１ 意義 

 行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟」として、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴

訟、機関訴訟の４種類を定めている。 

 主観訴訟とは、国民の個人的な権利利益の保護を目的とする訴訟をいい、抗

告訴訟及び当事者訴訟がある。これに対し、客観訴訟とは、国民の個人的な権

利救済を目的としたものではなく、行政の客観的な法秩序維持を目的とする訴

訟いい、民衆訴訟及び機関訴訟がある。 

 日本の司法制度は、主観訴訟を原則としており、「法律上の争訟」（裁判所法３

条）に当たれば提起することができるのに対し、客観訴訟は、法律に定めがある

場合にのみ例外的に提起することができるにすぎない（行政事件訴訟法42

条）。 

２ 種類 

(1) 抗告訴訟 

ア 意義 

 抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟のことをい

う。  

イ 種類 

① 処分の取消訴訟 

 処分の取消訴訟とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行

為の取消しを求める訴訟をいう。 

② 裁決の取消訴訟 

 裁決の取消訴訟とは、審査請求その他の不服申立てに対する行政庁

の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟をいう。 

 行政処分に不服がある場合、原告は、原処分に対する取消訴訟を提

起しても、その処分についての審査請求の棄却処分に対する裁決の取

消訴訟を提起してもよい。 

③ 無効等確認訴訟 

 無効等確認の訴えとは、処分若しくは裁決の存否またはその効力の有

無の確認を求める訴訟をいう。 

④ 不作為の違法確認訴訟 

 不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相

当の期間内に何らかの処分または裁決をすべきであるにかかわらず、こ

れをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。 

 

５ 訴訟類型パターン 
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⑤ 義務付け訴訟 

 義務付けの訴えとは、①行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわ

らずこれがされないとき、または、②行政庁に対し一定の処分又は裁決

を求める旨の法令に基づく申請または審査請求がされた場合において、

当該行政庁がその処分または裁決をすべきであるにかかわらずこれがさ

れないときに、行政庁がその処分または裁決をすべき旨を命ずることを

求める訴訟をいう。 
 

 義務付け訴訟の種類 
 

 
非申請型義務付け訴訟 

申請型義務付け訴訟 

不作為型 拒否処分型 

訴訟要件 

一定の処分がされないこと

により重大な損害を生ずる

おそれがあり、かつ、その

損害を避けるため他に適当

な方法がないとき 

当該法令に基づく申

請または審査請求に

対し相当の期間内に

何らの処分 

または裁決がされな

いこと 

当該法令に基づく申

請または審査請求を

却下しまたは 

棄却する旨の処分 

または裁決がされた

場合において、当該

処分または裁決が取

り消されるべきもの

であり、または無効

若しくは不存在であ

る場合 

手続的 

要件 

 不作為の違法確認の

訴えとの併合提起 

取消訴訟または無効

等確認の訴えとの併

合提起 

本案勝訴 

要件 

行政庁がその処分をすべき

であることがその処分の根

拠となる法令の規定から明

らかであると認められまた

は行政庁がその処分をしな

いことがその裁量権の範囲

を超え若しくはその濫用と

なると認められるとき 

請求に理由があると認められ、かつ、その

義務付けの訴えに係る処分または裁決につ

き、行政庁がその処分若しくは裁決をすべ

きであることがその処分若しくは裁決の根

拠となる法令の規定から明らかであると認

められまたは行政庁がその処分若しくは裁

決をしないことがその裁量権の範囲を超え

若しくはその濫用となると認められるとき 

⑥ 差止訴訟 

 差止めの訴えとは、行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないに

かかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分ま

たは裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。 

 (2) 当事者訴訟 

 当事者訴訟とは、①当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分また

は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被

告とするもの、及び、②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法

上の法律関係に関する訴訟のこという。①を形式的当事者訴訟、②を実質的

当事者訴訟という。 
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 当事者訴訟の具体例 
 

形式的当事者訴訟 実質的当事者訴訟 

① 収用委員会の裁決のうち損失補償額に

争いのある場合の土地所有者と起業者と

の間の訴え（土地収用法133条３項） 

② 著作権者が著作権利用者を被告として

提起する補償金額に関する訴え（著作権法

72条） 

① 日本国籍を有することの確認訴訟 

② 損失補償請求訴訟（憲法29条３項） 

③ 公営住宅の明渡訴訟 

④ 公務員の俸給請求訴訟 

⑤ 在外邦人選挙権確認訴訟 

(3) 民衆訴訟 

ア 意義 

 民衆訴訟とは、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是

正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわ

らない資格で提起するものをいう。 

 民衆訴訟は、原告の個別的な権利利益の救済を直接の目的とするもの

ではなく、行政の客観的な法秩序維持を直接の目的とする客観訴訟である。

そのため、法律に特別の定めがある場合にのみ提起することができる。 

イ 具体例 

 民衆訴訟の具体例は、選挙に関する訴訟及び住民訴訟である。 

(4) 機関訴訟 

ア 意義 

 機関訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否ま

たはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。 

 機関訴訟は、行政内部の権限に関する紛争のため、本来は行政内部で

の解決が期待されるものであるため、法律に特別の定めがある場合にのみ

訴えが認められている。 

イ 具体例 

 機関訴訟の具体例は、地方公共団体の長と議会の紛争、代執行訴訟、

国の関与に関する訴訟等である。 

(5) 争点訴訟 

ア 意義 

 争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴訟において、行政庁の処

分若しくは裁決の存否またはその効力の有無が前提問題として争われる訴

訟をいう。  

 争点訴訟は、行政事件訴訟ではなく、民事訴訟であるが、行政庁の処分

等の有無が争点になるため、取消訴訟に関する規定が準用されている。 

イ 具体例 

 農地売買処分及び売渡処分が無効であるとして、旧地主と新地主との間

で、農地買収処分の無効が争点となっている訴訟や土地収用裁決が無効
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であるとして、地権者と起業者の間で土地所有権の帰属をめぐって争われ

る訴訟がある。 
 

 行政事件訴訟の類型 
 

 目 的 要 件 種 類 

主観訴訟 

国民の個人的

な権利利益の

保護を目的 

「法律上の争

訟」（裁判所法

３条）に当たれ

ば提起可能 

抗告訴訟 

①処分の取消訴訟 

②裁決の取消訴訟 

③無効等確認訴訟 

④不作為の違法確認訴訟 

⑤義務付け訴訟 

⑥差止訴訟 

当事者訴訟 
①形式的当事者訴訟 

②実質的当事者訴訟 

客観訴訟 

行政の客観的

な法秩序維持

を目的 

法律に定めが

ある場合にの

み提起可能 

民衆訴訟 
①選挙に関する訴訟 

②住民訴訟 

機関訴訟 

①地方公共団体の長と議

会の紛争 

②代執行訴訟 

③国の関与に関する訴訟 
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１ 意義 

 訴訟要件とは、訴えを適法とする要件であり、本案審理をするために具備しな

ければならない要件をいう。訴訟要件を満たさない訴えは不適法であり、本案審

理に入ることなく、訴えは却下される。 

 行政事件訴訟法は、取消訴訟の訴訟要件として、①処分性、②原告適格、③

狭義の訴えの利益、④被告適格、⑤管轄、⑥出訴期間、⑦不服申立前置を規

定する。 

２ 訴訟要件 

(1) 処分性 

ア 意義 

 「処分」とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その

行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定するこ

とが法律上認められているものをいう（最判昭39.10.29）。 
 

 

 

判例の定義によれば、行政庁の処分について、①公権力性、

②国民の権利義務に対する直接具体的な法的規律という観

点から処分性の有無が判定されることになります。 

また、処分性の有無は、行政庁の行為に係る根拠法令の仕

組みを解釈することによって判定されます（仕組み解釈）。 
 

 「処分」という概念と行政行為という概念は、ほぼ一致するが、行政事件訴

訟法が取消訴訟の対象として使用している「処分」概念は、これを規定する

法律の解釈により、行政行為概念とは一致しないこともある。 

イ 判例 
 
 

 高根町簡易水道事業給水条例事件（最判平 18.7.14） 

（事案） 

 山梨県高根町が住民基本台帳に記録されていない給水契約者（別荘所有者）

に対して、水道料金を大幅に引き上げた。これに対し、別荘所有者であるＸら

が、料金を定める条例別表の無効確認等を求めて出訴した。 

（判旨） 

 本件別表の無効確認を求める被上告人らの訴えは、本件改正条例の制定行為

が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たることを前提に、行政事件訴訟法３条

４項の無効等確認の訴えとして、本件改正条例により定められた本件別表が無

効であることの確認を求めるものである。 

 しかしながら、抗告訴訟の対象となる行政処分とは、行政庁の処分その他公

権力の行使に当たる行為をいうものである。本件改正条例は、旧高根町が営む

簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するものであって、そもそも限られた
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特定の者に対してのみ適用されるものではなく、本件改正条例の制定行為をも

って行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないか

ら、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらな

いというべきである。 
 

 横浜市保育所廃止条例事件（最判平 21.11.26） 

（事案） 

 横浜市が、その設置する保育所のうち４つを民営化するために条例の一部を

改正したところ、当該保育所に通っていたＸらが、本件改正条例の制定行為は、

Ｘらが選択した保育所において保育を受ける権利を違法に侵害するものだと

して、本件改正条例の制定行為の取消等を求めて出訴した。 

（判旨） 

 特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期

間が満了するまでの間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る

法的地位を有するものということができる。   

 ところで、公の施設である保育所を廃止するのは、市町村長の担任事務であ

るが（地方自治法 149 条７号）、これについては条例をもって定めることが必

要とされている（同法 244 条の２）。条例の制定は、普通地方公共団体の議会

が行う立法作用に属するから、一般的には、抗告訴訟の対象となる行政処分に

当たるものでないことはいうまでもないが、本件改正条例は、本件各保育所の

廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その

施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及

びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において

保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるもの

であるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものという

ことができる。 

 また、市町村の設置する保育所で保育を受けている児童又はその保護者が、

当該保育所を廃止する条例の効力を争って、当該市町村を相手に当事者訴訟な

いし民事訴訟を提起し、勝訴判決や保全命令を得たとしても、これらは訴訟の

当事者である当該児童又はその保護者と当該市町村との間でのみ効力を生ず

るにすぎないから、これらを受けた市町村としては当該保育所を存続させるか

どうかについての実際の対応に困難を来すことにもなり、処分の取消判決や執

行停止の決定に第三者効（行政事件訴訟法 32 条）が認められている取消訴訟

において当該条例の制定行為の適法性を争い得るとすることには合理性があ

る。 

 以上によれば、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分

に当たると解するのが相当である。 

 しかしながら、現時点においては、上告人らに係る保育の実施期間がすべて

満了していることが明らかであるから、本件改正条例の制定行為の取消しを求

める訴えの利益は失われたものというべきである。 
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 処分性の肯否 
 

処分性あり 処分性なし 

① 弁済供託における供託金取戻請求(最

大判昭45･７･15) 

② 関税定率法に基づく税関長の通知(最

判54･12･25) 

③ 土地区画整理法に基づく土地区画整

理組合の設立の認可(最判昭60･12･17) 

④ 土地改良事業についての事業施行の

認可(最判昭61･2･13) 

⑤ 第二種市街地再開発事業についての

事業計画の決定(最判平4･11･26) 

⑥ 登記官が不動産登記簿の表題部に所

有者を記載する行為(最判平9･3･11) 

⑦ ２項道路の指定(最判平14･1･17) 

⑧ 労働基準監督署長の行う労災就学援

護費の支給または不支給の決定(最判平

15･9･4) 

⑨ 食品衛生法に基づく検疫所長の通知

(最判平16･4･26) 

⑩ 過誤納金の還付に関する通知請求(最

判平17･4･14) 

⑪ 医療法の規定に基づく病院開設中止

勧告(最判平17･7･15) 

⑫ 土地区画整理事業の事業計画の決定

(最大判平20･9･10) 

⑬ 特定の市立保育所を廃止する条例の

制定行為(最判平21･11･26) 

⑭ 土壌汚染対策法による通知(最判平

24･2･3) 

 

① 消防法7条に基づく消防庁の同意(最判

昭34･1･29) 

② 国有財産法の普通財産の払下げ(最判昭

35･7･12) 

③ 海難審判庁による原因解明裁決(最大判

昭36･3･15) 

④ 墓地管理者に異教徒であることのみを

理由とした埋葬拒否を認めないこととし

た通達（最判昭43･12･24) 

⑤ 農地法80条に基づく農地の売払い(最

大判昭46･1･20) 

⑥ 全国新幹線鉄道整備法に基づく工事実

施計画の認可(最判昭53･12･8) 

⑦ 用途地域の指定(最判昭57･4･22) 

⑧ 公務員の採用内定の通知(最判昭57･5･

27) 

⑨ 道路交通法127条１項の規定に基づく

反則金の納付の通告（最判昭57･７･15) 

⑩ 開発行為に係る公共施設の管理者が同

意を拒否する行為(最判平7･3･23) 

⑪ 市町村長が住民票に世帯主との続柄を

記載する行為(最判平11･1･21) 

⑫ 水道事業の水道料金を改定する条例の

制定(最判平18･7･14) 

⑬ 適法な出生届のない子につき住民票の

記載を求める申出に対する応答(最判平

21･4･17) 

⑭ 老人福祉施設の民間事業者への移管に

当たる公募に対する通知(最判平23･6･

14) 

⑮ 都立学校の校長が教職員に対し入学式、

卒業式における起立･国歌斉唱･ピアノ伴

奏を命ずる職務命令(最判平24･2･9) 

(2) 原告適格 

ア 意義 

 原告適格とは、具体的な事件について、訴訟を提起する資格のことをいう。

原告適格は、「法律上の利益を有する者」に限り認められている。 

 「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により、自己の権利若しくは

法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのあ

る者をいう。 

 一般的に、不利益処分の相手方または名宛人が、原告適格を有するの

は当然である（二面関係）。原告適格の有無が問題となる典型は、処分の

相手方以外の第三者（たとえば、周辺住民など）が、他者に対する授益的

－図表－ 



基本書フレームワーク講座  

 ３６ 

処分により、何らかの不利益を被るとして、その処分の取消しを求める場面

（三面関係）である。 

イ 判例 
 
 

 もんじゅ訴訟（最判平 4.9.22） 

（事案） 

 内閣総理大臣がなした高速増殖炉「もんじゅ」の原子炉設置許可処分に対し、

付近住民が設置許可処分の無効確認を求めて出訴した。 

（判旨） 

 当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処

分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に

侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不

特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、

それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣

旨を含むと解される場合には、かかる利益も右にいう法律上保護された利益に

当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある

者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。

そして、当該行政法規が、不特定多数者の具体的利益をそれが帰属する個々人

の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法

規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通して保護しようとしている利益

の内容・性質等を考慮して判断すべきである。  

 行政事件訴訟法 36 条は、無効等確認の訴えの原告適格について規定する

が、同条にいう当該処分の無効等の確認を求めるにつき「法律上の利益を有す

る者」の意義についても、右の取消訴訟の原告適格の場合と同義に解するのが

相当である。 

 以下、右のような見地に立って、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（以下「規制法」という。）23、24 条に基づく原子炉設置許可

処分につき、原子炉施設の周辺に居住する者が、その無効確認を訴求する法律

上の利益を有するか否かを検討する。 

 同法 24 条１項３号所定の技術的能力の有無及び４号所定の安全性に関す

る各審査に過誤、欠落があった場合には重大な原子炉事故が起こる可能性があ

り、事故が起こったときは、原子炉施設に近い住民ほど被害を受ける蓋然性が

高く、しかも、その被害の程度はより直接的かつ重大なものとなるのであって、

特に、原子炉施設の近くに居住する者はその生命、身体等に直接的かつ重大な

被害を受けるものと想定されるのであり、右各号は、このような原子炉の事故

等がもたらす災害による被害の性質を考慮した上で、右技術的能力及び安全性

に関する基準を定めているものと解される。右の３号（技術的能力に係る部分

に限る。）及び４号の設けられた趣旨、右各号が考慮している被害の性質等に

かんがみると、右各号は、単に公衆の生命、身体の安全、環境上の利益を一般

的公益として保護しようとするにとどまらず、原子炉施設周辺に居住し、右事

故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される

範囲の住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護すべきも

のとする趣旨を含むと解するのが相当である。 
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 小田急高架訴訟（最大判平 17.12.7） 

（事案） 

 建設大臣（当時）が東京都に行った東京都市計画高速鉄道９号線の立体交差

化を内容とする都市計画事業認可および付属街路の設置を内容とする都市計

画事業認可を行った。これに対し、付属街路事業内に不動産を所有又は賃借す

るＸ１ら、及びそれ以外の近隣住民Ｘ２らが各事業認可の取消しを求めて出訴

した。 

（判旨） 

 行政事件訴訟法９条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条１項

にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当

該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然

的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規

が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとど

めず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとす

る趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護さ

れた利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるお

それのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべ

きである。そして、処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利

益の有無を判断するに当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言の

みによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮され

るべき利益の内容及び性質を考慮し、この場合において、当該法令の趣旨及び

目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令があると

きはその趣旨及び目的をも参酌し、当該利益の内容及び性質を考慮するに当た

っては、当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されること

となる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべ

きものである（同条２項参照）。 

 以上のような都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨及び目

的、これらの規定が都市計画事業の認可の制度を通して保護しようとしている

利益の内容及び性質等を考慮すれば、同法は、これらの規定を通じて、都市の

健全な発展と秩序ある整備を図るなどの公益的見地から都市計画施設の整備

に関する事業を規制するとともに、騒音、振動等によって健康又は生活環境に

係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのよう

な被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきもの

とする趣旨を含むと解するのが相当である。したがって、都市計画事業の事業

地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音、振動等

による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者

は、当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、

その取消訴訟における原告適格を有するものといわなければならない。 
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 原告適格の肯否 
 

原告適格あり 原告適格なし 

① 公衆浴場法に基づく既存業者の営業上

の利益(最判昭37･１･19) 

② 航空運送事業免許処分の取消しを求め

る飛行場周辺住民(最判平元･２･17) 

③ 原子炉から約29キロメートルないし約

58キロメートルの範囲内の地域に居住し

ている住民(最判平４･９･22) 

④ がけ崩れ等により生命、身体等に直接的

な被害を受けることが予想される範囲の

地域に居住する者(最判平９･１･28) 

⑤ 林地開発許可に基づく開発行為によっ

て起こり得る土砂の流出又は崩壊、水害等

の災害による直接的な被害を受けること

が予想される範囲の地域に居住する者(最

判平13･3･13) 

⑥ 総合設計許可にかかる建築物の倒壊、炎

上等により直接的な被害を受けることが

予想される範囲の地域に存する建築物に

居住しまたはこれを所有する者(最判平

14･１･22) 

⑦ 都市計画事業の事業地の周辺に居住す

る住民のうち事業が実施されることによ

り騒音、振動等による健康または生活環境

にかかる著しい被害を直接的に受けるお

それのある者(最大判平17･12･７) 

⑧ 一般運転者として扱われ優良運転者の

記載のない免許証を交付されて更新処分

を受けた者(最判平21･2･27) 

⑨ 自転車競技法に基づく場外車券販売施

設の設置許可の取消訴訟につき、著しい業

務上の支障が生ずるおそれがある医療施

設等の開設者(最判平21･10･15) 

⑩ 一般廃棄物処理業の許可等について同

一地域内で一般廃棄物処理業の許可を受

けている既存業者（最判平26.1.28） 

⑪ 産業廃棄物処分業の許可等について環

境影響調査報告書で調査対象とされた地

域に居住する者（最判平26.7.29） 

① 不当景品類及び不当表示防止法の規定

による一般消費者(最判昭53･3･14) 

② 地方鉄道事業者の路線の周辺に居住す

る者(最判平元･4･13） 

③ 県指定史跡を研究対象とする学術研究

者(最判元･6･20) 

④ 風俗営業等の規則等に従って規定され

た都道府県の条例所定の風俗営業制限地

域に居住する者(最判平10･12･17) 

⑤ 墓地に対し行った墓地経営許可処分の

取消訴訟について、墓地から300メート

ルに満たない地域に敷地がある住宅等に

居住する者(最判平12･３･17) 

⑥ 医療法７条に基づき開設許可のされた

病院について、同病院の付近において医

療施設を開設し医療行為をする医療法人

等(最判平19･10･19) 

⑦ 自転車競技法に基づく場外車券販売施

設の設置許可の取消訴訟につき、周辺住

民、事業者および医療施設等の利用者(最

判平21･10･15) 
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(3) 狭義の訴えの利益 

ア 意義 

 狭義の訴えの利益とは、原告の請求が認容された場合に、原告の具体的

権利利益が客観的に回復可能であることをいう。たとえば、建築確認の取

消訴訟が提起された後に、建築工事が完了した場合、建築確認の効力が

完了してしまうので、狭義の訴えの利益は失われることになる。 

イ 判例 
 
 

 営業停止処分取消請求事件（最判平 27.3.3） 

（事案） 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「法」という。）２

条１項７号のぱちんこ屋の営業に該当する風俗営業を営む上告人が、北海道函館

方面公安委員会から法26条１項に基づく営業停止処分を受けたため、同委員会

の所属する被上告人を相手に、同処分は違法であると主張して、その取消しを求

めた。 

（判旨） 

 行政手続法12条１項に基づいて定められ公にされている処分基準は、単に行

政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、不利益処分に係る判断過程の公正

と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にさ

れるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公に

している処分基準において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に

係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行

の処分につき当該処分基準の定めと異なる取扱いをするならば、裁量権の行使に

おける公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等

の観点から、当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき

特段の事情がない限り、そのような取扱いは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に

当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分に

おける裁量権は当該処分基準に従って行使されるべきことがき束されており、先

行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限

り当該処分基準の定めにより所定の量定の加重がされることになるものという

ことができる。 

 以上に鑑みると、行政手続法12条１項の規定により定められ公にされている

処分基準において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定

を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる

処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得る

ときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後に

おいても、当該処分基準の定めにより上記の不利益な取扱いを受けるべき期間内

はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解す

るのが相当である。 
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 訴えの利益 
 

訴えの利益あり 訴えの利益なし 

① 市議会議員に立候補後の公務員免職処

分（最大判昭40.4.28） 

② 土地改良事業の施行の許可処分(最判平

4･1･24) 

③ 公文書非公開決定(最判平14･2･28) 

④ 運転免許更新処分（最判平21.2.27） 

⑤ 先行の処分を受けたことを理由として

後行の処分の量定を加重する旨の処分基

準が設定公開されている場合の先行の処

分の取消しを求める訴え（最判平27.3.3） 

① 生活保護法に基づく保護変更決定(最

大判昭42･5･24) 

② 自動車運転免許の効力停止処分(最判

昭55･11･25) 

③ 保安林指定解除処分(最判昭57･9･9) 

④ 建築確認処分(最判昭59･10･26) 

⑤ 再入国許可申請に対する不許可処分

(最判平10･4･10) 

⑥ 都市計画法29条に基づく開発許可(最

判平11･10･26)※ 

※ 判例は、都市計画法29条１項に基づく開発許可について、市街化調整区域内にある土

地を開発区域とする開発許可に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付された後

においては、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われないとしている（最判平

27.12.14）。 

  

－図表－ 



再受験生のための必勝パターン攻略講義 行政法 

    ４１ 

 

１ 意義 

 行政裁量とは、行政庁に与えられた独自の判断の余地のことをいう。 

２ 古典的分類 

(1) 自由裁量 

 自由裁量（便宜裁量）とは、法が個別事案の処理を行政庁の公益判断に委

ね、行政庁の責任で妥当な政策的対応を図ることを期待している場合になさ

れる裁量をいう。 

(2) 覊束裁量 

 覊束裁量（法規裁量）とは、法は明確な規定を欠いているが、行政庁が経験

則や法的衡平感に基づいて客観的視点から個別事案に相応しい判断を行う

ことが予定されている場合になされる裁量をいう。 

３ 要件裁量 

(1) 意義 

 要件裁量とは、法律要件の部分に、行政庁の自由な判断の余地を認めるも

のをいう。 

(2) 判例 

① 政治的裁量 
 

 マクリーン事件（最大判昭 53.10.4） 

（事案） 

 米国籍であるマクリーン氏は、外国語の教師として 1 年間の在留資格を得

て入国したが、入国直後に退職して他の機関に就職し、ベトナム反戦運動に参

加していた。その後、在留期間の更新のため、法務大臣に更新申請をしたとこ

ろ、不許可処分とされた。これを不服として出訴した。 

（判旨） 

 出入国管理令が原則として一定の期間を限って、外国人のわが国への上陸及

び在留を許しその期間の更新は法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当

の理由があると判断した場合に限り許可することとしているのは、法務大臣に

一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査

して在留の許否を決定させようとする趣旨に出たものであり、そして、在留期

間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、

更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なも

のとする趣旨からであると解される。 

 裁判所は、法務大臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判

断するにあたっては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであ

ることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等

により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白
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に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠く

ことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、

右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であると

することができるものと解するのが、相当である。 
 

② 専門技術的裁量 
 

 伊方原発訴訟（最判平 4.10.29） 

（事案） 

 Ａは、愛媛県伊方町への原子炉設置許可申請をし、内閣総理大臣Ｙから許可

を受けた。これに対して、周辺住民Ｘらは、本件許可処分の取消しを求めて出

訴した。 

（判旨） 

 原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の

取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専

門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判

断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科

学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理

な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした

原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看

過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認め

られる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断

に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。 
 

４ 効果裁量 

(1) 意義 

 効果裁量とは、法律効果の部分に、行政庁の自由な判断の余地を認めるも

のをいう。 

(2) 判例 
 

 神戸税関事件（最判昭 52.12.20） 

（事案） 

 税関職員のＸらは、組合活動において指導的役割を果たし、業務の処理を妨

げたとして、懲戒免職処分を受けた。これに対して、Ｘらは、この処分の無効

確認と取消しを求めて出訴した。 

（判旨） 

 公務員に対する懲戒処分は、当該公務員に職務上の義務違反、その他、単な

る労使関係の見地においてではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益のた

めに勤務することをその本質的な内容とする勤務関係の見地において、公務員

としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認し、公務員関係の秩

序を維持するため科される制裁である。 

 ところで、国公法は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者が、懲戒

処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべ

きかを決するについては、公正であるべきこと（74 条１項）を定め、平等取
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扱いの原則（27 条）及び不利益取扱いの禁止（98 条３項）に違反してはな

らないことを定めている以外に、具体的な基準を設けていない。したがって、

懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、

結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の

処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考

慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処

分を選択すべきかを決定することができるものと考えられるのであるが、その

判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、平

素から庁内の事情に通暁し、都下職員の指揮監督の衝にあたる者の裁量に任せ

るのでなければ、とうてい適切な結果を期待することができないものといわな

ければならない。それ故、公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある

場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶ

かは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。もとより、右の

裁量は、恣意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者

が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠

いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない

限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべき

である。したがって、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒

権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる

処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較し

てその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が

社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法

であると判断すべきものである。 
 

５ 司法的統制 

(1) 実体的統制 
 

 実体的統制 
 

 判 例 

事実誤認 

判例は、「その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により

右判断が全く事実の基礎を欠く」場合に、裁量権の逸脱濫用になるとして

いる（マクリーン事件 最大判昭53.10.4）。 

目的違反 

動機違反 

判例は、個室付浴場業の規制を主たる動機、目的とする知事の児童遊園設

置認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があるとしている（余目町

個室付浴場事件 最判昭53.６.16）。 

信義則違反 

判例は、外国人がした「短期滞在」の在留資格による在留期間の更新申請

に対し、これを不許可とした処分は、右外国人の在留資格が変更された経

緯を考慮していない点で、信義則上、裁量権の範囲を逸脱・濫用になると

している（最判平8.7.2）。 

平等原則違反 

判例は、行政庁は、何等いわれがなく特定の個人を差別的に取り扱いこれ

に不利益を及ぼす自由を有するものではなく、この意味においては、行政

庁の裁量権には一定の限界があるものとしている（最判昭30.6.24）。 

比例原則違反 

判例は、学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容と

の権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的

な事情が認められる場合であることを要するとして、比例原則を相当程度

明確化した形で適用している（教職員国旗国歌訴訟 最判平24.1.16）。 
 
 

－図表－ 
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(2) 判断過程審査 

 判断過程審査とは、行政決定の判断過程の適正さを確保することによって

行政裁量を法的に統制しようとする審査方式をいう。 

 判例は、裁量判断について、本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、

安易に軽視し、その結果当然尽くすべき考慮を尽くさず、また本来考慮に容

れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価すべきでない事項

を過重に評価し、このため判断が、左右されたと認められる場合には、裁量判

断の方法ないし過程に誤りがあるものとして違法になるとしている（日光太郎

杉事件 東高判昭48.7.13）。 
 

 小田急高架訴訟本案判決（最判平 18.11.2） 

（事案） 

 建設大臣（当時）が東京都に行った東京都市計画高速鉄道 9 号線の立体交

差化を内容とする都市計画事業認可および付属街路の設置を内容とする都市

計画事業認可を行った。これに対し、付属街路事業内に不動産を所有又は賃借

するＸ１ら、及びそれ以外の近隣住民Ｘ２らが各事業認可の取消しを求めて出

訴した。 

（判旨） 

 都市計画法の基準に従って都市施設の規模、配置等に関する事項を定めるに

当たっては、当該都市施設に関する諸般の事情を総合的に考慮した上で、政策

的、技術的な見地から判断することが不可欠であるといわざるを得ない。そう

すると、このような判断は、これを決定する行政庁の広範な裁量にゆだねられ

ているというべきであって、裁判所が都市施設に関する都市計画の決定又は変

更の内容の適否を審査するに当たっては、当該決定又は変更が裁量権の行使と

してされたことを前提として、その基礎とされた重要な事実に誤認があること

等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合、又は、事実に対する評価が

明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しない

こと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めら

れる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法と

なるとすべきものと解するのが相当である。以上の見地に立って検討するに、

前記事実関係の下においては、平成５年決定が本件高架式を採用した点におい

て裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとはいえ

ないと解される。 

 
 

 
  

判 
例 
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１ 判決 

(1) 意義 

 取消訴訟の手続は、通常、判決によって終了する。 

(2) 種類 

ア 却下判決 

 却下判決とは、訴えが訴訟要件を欠き不適法である場合に、本案審理を

拒絶する裁判所の判断のことをいう。 

イ 棄却判決 

 棄却判決とは、原告の請求に理由がない場合に、当該申立てを退ける裁

判所の判断のことをいう。 

ウ 認容判決 

 認容判決とは、原告の請求に理由がある場合に、当該申立てを認める裁

判所の判断のことをいう。 

エ 事情判決 

 事情判決とは、原告の請求に理由があり、処分または裁決が違法である

と判断された場合でも、公の利益に著しい障害を生ずる場合に当該処分を

維持するためにする棄却判決のことをいう（行政事件訴訟法31条１項）。 

 裁判所は、事情判決をするにあたり、当該判決主文において違法を宣言

しなければならない（行政事件訴訟法32条２項）。これによって、当該処分

または裁決が違法であることにつき、既判力が生じる。 

 また、事情判決は、原告にとっても被告にとっても実質敗訴の意味を含む

ため、当事者双方が上訴することができる。 

(3) 判決の効力 

ア 既判力 

 既判力とは、判決の確定により当事者及び裁判所は同一の訴訟物につ

き異なる主張及び判断をすることができなくなる効力のことをいう。この趣旨

は、紛争の蒸し返し防止である。 

イ 形成力 

 形成力とは、取消訴訟において、処分が違法であるとされた場合に、その

処分の効力が遡って消滅する効力のことをいう。当事者同士においてこの

効力が発生することは当然だが、第三者効も認められている（行政事件訴

訟法32条１項）。 

 第三者効とは、処分または裁決を取り消す判決の効力が、第三者に対し

ても及ぶことをいう。これは、行政処分に係る法律関係を画一的に取り扱い、

８ 判決・裁決パターン 
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取消判決に実効性を与えるためである。 

 取消判決の効力が第三者にも及ぶことから、第三者の訴訟参加（行政事

件訴訟法22条）、事後的に第三者の再審の訴え（行政事件訴訟法34条）が

規定されている。 

 ウ 拘束力 

 拘束力とは、行政庁に対し、当該取消判決の趣旨に従って行動すること

を義務付ける効力のことをいう。この趣旨は、処分が取消されたことにより新

たに行政庁が処分をすることとなるが、その際に同じ処分を繰り返すことの

ないよう、国民の権利救済を図ったものである。 

 なお、拘束力の規定は、他の抗告訴訟において準用されている（行政事

件訴訟法38条１項）。 

２ 裁決 

(1) 意義 

 裁決とは、審査請求または再審査請求に対する審査庁の裁断行為のことを

いう。 

(2) 種類 

ア 却下裁決 

 却下裁決とは、不服申立ての要件を欠き不適法である場合に、本案審理

を拒絶する行政庁の判断のことをいう。 

イ 棄却裁決 

 棄却裁決とは、不服申立てに理由がない場合に、当該申立てを退ける行

政庁の判断のことをいう。 

ウ 事情裁決 

 事情裁決とは、不服申立てに理由があり、処分が違法または不当である

と判断された場合でも、公の利益に著しい障害を生ずる場合に当該処分を

維持するためにする棄却裁決をいう。事情裁決をする場合、裁決の主文で、

当該裁決が違法または不当であることを宣言する。 

エ 認容裁決 

 認容裁決とは、不服申立てに理由がある場合に、当該申立てを認める行

政庁の判断のことをいう。 

(ア) 処分についての審査請求の認容 

ⅰ 狭義の処分 

 審査庁は、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、または、これを

変更する（行政不服審査法46条１項本文）。ただし、審査庁が処分庁

の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を

変更することはできない（同条１項ただし書）。 

ⅱ 申請拒否処分 
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 法令に基づく申請を却下し、または、棄却する処分の全部または一

部を取り消す場合において、審査庁は、当該申請に対して一定の処

分をすべきものと認めるときは、次のいずれかの措置をとる（行政不服

審査法46条２項）。 

 新法では、裁決で単に違法または不当な申請拒否処分を取り消す

ことにとどまらず、争訟の一回的解決の観点から、平成16年の行政事

件訴訟法改正により設けられた申請型義務付け訴訟を参照して、当

該申請に対して、一定の処分をする措置をとる旨が規定された。 

① 処分庁の上級行政庁である審査庁  

 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。 

② 処分庁である審査庁  

 当該処分をすること。  

(イ) 事実上の行為についての審査請求の認容 

 審査庁は、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言すると

ともに、次のいずれかの措置をとる（行政不服審査法47条本文）。ただし、

審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事

実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない（同条ただし書）。 

① 処分庁以外の審査庁  

 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤

廃し、または、これを変更すべき旨を命ずること。 

② 処分庁である審査庁 

 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、または、これを

変更すること。 

(ウ) 不作為についての審査請求の認容 

 審査庁は、当該不作為が違法または不当である旨を宣言する。この場

合において、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、

次のいずれかの措置をとる（行政不服審査法49条３項）。 

 新法では、裁決で当該不作為が違法または不当である旨を宣言する

にとどまらず、争訟の一回的解決の観点から、平成16年の行政事件訴

訟法改正により設けられた申請型義務付け訴訟を参照して、当該申請

に対してこれを認容するなど一定の処分をする措置をとる旨が規定され

た。 

① 不作為庁の上級行政庁である審査庁 

 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。 

② 不作為庁である審査庁 

 当該処分をすること。 
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 認容裁決のまとめ 
 

 処分庁（不作為庁） 上級行政庁 その他 

処 分 
取消し又は変更裁決 

（不利益変更は不可） 
取消し 

申請拒否 

処分 

①取消し 

②一定の処分をする 

①取消し 

②一定の処分をすべき旨

を命ずる 

取消し 

事実上の 

行為 

①違法又は不当宣言 

②撤廃又は変更 

（不利益変更は不可） 

①違法又は不当宣言 

②撤廃命令又は変更命令 

（不利益変更は不可） 

①違法又は不当宣言 

②撤廃命令 

不作為 
①違法又は不当宣言 

②一定の処分をする 

①違法又は不当宣言 

②一定の処分をすべき旨

を命ずる 

違法又は不当宣言 

 審査庁は、処分や事実上の行為を変更する場合でも、審査請求人の不利益に当該処

分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更す

ることはできない（行政不服審査法48条）。 

  

－図表－ 
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１ 国家賠償法１条の責任 

(1) 意義 

 国家賠償法１条の責任とは、国または公共団体の公権力の行使に当る公務

員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害

を加えたときに、国または公共団体がこれを賠償する制度をいう。 

(2) 責任の性質 

 判例・通説は、国家賠償法１条の責任は、本来責任を負うべき者は公務員

個人であることを前提として、その責任を、国または公共団体が当該公務員

に代位して負担することを定めた規定と解している（代位責任説）。この考え

方によれば、公務員個人への責任追及は認められないこととなる（最判昭

30.4.19）。 

(3) 要件 

① 国または公共団体 

② 公権力の行使 

 「公権力の行使」とは、国の私経済作用及び国家賠償法２条の対象にな

るものを除く全ての作用をいう（広義説）。 

③ 公務員 

 「公務員」とは、国家公務員法や地方公務員法上の公務員だけではなく、

行政から公権力の行使を委託された私人や民間企業も含むと解されてい

る。 
 

（最判平 19.1.25） 

（事案） 

 児童Ｘは社会福祉法人が運営する児童養護施設に入所していたが、施設内で

他の入所児童からの暴行を受けて傷害を負った。これに対しＸは、国に対する

国家賠償請求並びに社会福祉法人に対する損害賠償請求（民法 715 条）を求

めて出訴した。 

（判旨） 

 法は、保護者による児童の養育監護について、国又は地方公共団体が後見的

な責任を負うことを前提に、要保護児童に対して都道府県が有する権限及び責

務を具体的に規定する一方で、児童養護施設の長が入所児童に対して監護、教

育及び懲戒に関しその児童の福祉のため必要な措置を採ることを認めている。

上記のような法の規定及び趣旨に照らせば、３号措置に基づき児童養護施設に

入所した児童に対する関係では、入所後の施設における養育監護は本来都道府

県が行うべき事務であり、このような児童の養育監護に当たる児童養護施設の

長は、３号措置に伴い、本来都道府県が有する公的な権限を委譲されてこれを

都道府県のために行使するものと解される。したがって、都道府県による３号

判 
例 
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措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童に対

する当該施設の職員等による養育監護行為は、都道府県の公権力の行使に当た

る公務員の職務行為と解するのが相当である。 

 国家賠償法１条１項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員がそ

の職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合

には、国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責めに任ずることとし、公

務員個人は民事上の損害賠償責任を負わないこととしたものと解される。この

趣旨からすれば、国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場

合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たると

して国又は公共団体が被害者に対して同項に基づく損害賠償責任を負う場合

には、被用者個人が民法 709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず、

使用者も同法 715 条に基づく損害賠償責任を負わないと解するのが相当であ

る。 
 

④ 職務行為関連性 

 国家賠償責任が生じるためには、当該行為が「その職務を行うについて」

なされたことが必要である（職務関連性）。もっとも、判例は、職務行為その

ものではなくとも、客観的にみて職務行為の外形を備えている行為も含ま

れるとしている（外形標準説）。 
 

（最判昭 31.11.30） 

（事案） 

 警視庁巡査であったＸが、職務質問を装い金品を奪う意図のもとで、非番の

日に制服制帽を着用して現金を詐取しようとした事件につき、被害者の遺族が

国家賠償請求した。 

（判旨） 

 同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合にかぎらず自己

の利をはかる意図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる

行為をしてこれによって、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損

害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することをもって、その立

法の趣旨とするものと解すべきであるからである。 
 

⑤ 故意過失と違法性 
 
 

 パトカー追跡事件（最判昭 61.2.27） 

（事案） 

 パトカーが速度違反者を追跡中、追跡車両が一般車両と衝突し死亡事故が発

生した。死亡した遺族が警察官の追跡行為が違法であるとして国家賠償請求を

した。 

（判旨） 

 およそ警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断してなんら

かの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問し、ま

た、現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙又は逮捕に当たる職責を負

うものであって（警察法２条、65 条、警察官職務執行法２条１項）、右職責
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を遂行する目的のために被疑者を追跡することはもとよりなしうるところで

あるから、警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する

者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害

を被った場合において、右追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当

該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道

路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照ら

し、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと

解すべきである。 

 以上の見地に立って本件をみると、原審の確定した前記事実によれば、当時

本件パトカーが加害車両を追跡する必要があったものというべきであり、本件

パトカーの乗務員において当時追跡による第三者の被害発生の蓋然性のある

具体的な危険性を予測しえたものということはできず、更に、本件パトカーの

前記追跡方法自体にも特に危険を伴うものはなかったということができるか

ら、右追跡行為が違法であるとすることはできないものというべきである。 
 

（最判平元.11.24） 

（事案） 

 宅建業を営むＡから不動産を売買したＸが土地の所有権を取得できなかっ

たことに対し、京都府に対し宅建業における監督権限不行使の違法を主張して

国家賠償請求を求めた。 

（判旨） 

 業務の停止ないし免許の取消は、当該宅建業者に対する不利益処分であり、

その営業継続を不能にする事態を招き、既存の取引関係者の利害にも影響する

ところが大きく、そのゆえに前記のような聴聞、公告の手続が定められている

ところ、業務の停止に関する知事等の権限がその裁量により行使されるべきこ

とは法 65 条２項の規定上明らかであり、免許の取消については法 66 条各号

の一に該当する場合に知事等がこれをしなければならないと規定しているが、

業務の停止事由に該当し情状が特に重いときを免許の取消事由と定めている

同条９号にあっては、その要件の認定に裁量の余地があるのであって、これら

の処分の選択、その権限行使の時期等は、知事等の専門的判断に基づく合理的

裁量に委ねられているというべきである。したがって、当該業者の不正な行為

により個々の取引関係者が損害を被った場合であっても、具体的事情の下にお

いて、知事等に監督処分権限が付与された趣旨・目的に照らし、その不行使が

著しく不合理と認められるときでない限り、右権限の不行使は、当該取引関係

者に対する関係で国家賠償法１条１項の適用上違法の評価を受けるものでは

ないといわなければならない。 
 

 関西水俣病訴訟（最判平 16.1015） 

（事案） 

 水俣病患者らが国及び熊本県に対し、水俣病発生及び拡大の防止につき規制

権限を怠ったとして国家賠償請求を提起した。 

（判旨） 

 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令

の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その

不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、
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その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法１条１項の適

用上違法となるものと解するのが相当である。 

 本件における以上の諸事情を総合すると、昭和 35 年１月以降、水質二法に

基づく上記規制権限を行使しなかったことは、上記規制権限を定めた水質二法

の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであっ

て、国家賠償法１条１項の適用上違法というべきである。 
 

 アスベスト損害賠償請求事件（最判平 26.10.9） 

（事案） 

 大阪府泉南地域に存在した石綿（アスベスト）製品の製造、加工等を行う工

場又は作業場において、石綿製品の製造作業等又は運搬作業に従事したことに

より、石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する元従業

員らが、国に対し、石綿関連疾患の発生又はその増悪を防止するために労働基

準法及び労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であ

るなどと主張して、国家賠償法１条１項に基づく損害賠償を求めた。 

（判旨） 

 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令

の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その

不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、

その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法１条１項の適

用上違法となるものと解するのが相当である。 

 これを本件についてみると、旧労基法及び労働安全衛生法に基づく労働大臣

の規制権限は、粉じん作業等に従事する労働者の労働環境を整備し、その生命、

身体に対する危害を防止し、その健康を確保することをその主要な目的とし

て、できる限り速やかに、技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに

改正すべく、適時にかつ適切に行使されるべきものである。 

 昭和 33 年当時、(1)石綿肺に関する医学的知見が確立し、国も石綿の粉じ

んによる被害の深刻さを認識していたこと、(2)上記の工場等における石綿の

粉じん防止策として最も有効な局所排気装置の設置を義務付けるために必要

な技術的知見が存在していたこと、(3)従前からの行政指導によっても局所排

気装置の設置が進んでいなかったことなど、本件における以上の事情を総合す

ると、労働大臣は、昭和 33 年５月 26 日には、旧労基法に基づく省令制定権

限を行使して、罰則をもって石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付

けるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和46年４月28日まで、

労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労

基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くもので

あって、国家賠償法１条１項の適用上違法であるというべきである。 
 

⑥ 損害の発生 

(4) 効果 

① 国または公共団体の賠償責任 

 判例は、公務員は個人責任を負わないとしている（最判昭30.4.19）。 

② 公務員に対する求償権 

 公務員に故意または重大な過失があつたときは、国または公共団体は、

その公務員に対して求償権を有する（国家賠償法１条２項）。 
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２ 国家賠償法２条の責任 

(1) 意義 

 国家賠償法２条の責任とは、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管

理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときに、国または公共団体がこ

れを賠償する制度をいう。 

(2) 責任の性質 

 国家賠償法２条は、無過失責任の原則を採用している。 

 もっとも、国家賠償法２条は、結果責任を認めるものではないため、不可抗

力ないし損害の回避可能性のない場合については、国または公共団体は、

損害賠償責任を負わない。 

(3) 要件 

① 公の営造物 

 「公の営造物」とは、国または公共団体により直接に公の目的に供されて

いる有体物をいう。公物概念と同義であり、不動産のみでなく動産も含む。 

② 設置・管理の瑕疵 

 「瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。 
 

（最判昭 53.7.4） 

（事案） 

 ６歳の児童が道路の防護柵で遊んでいたところ、転落して傷害を負った。こ

れに対し、国家賠償を請求した。 

（判旨） 

 国家賠償法２条１項にいう営造物の設置又は管理に瑕疵があったとみられ

るかどうかは、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事

情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものであるところ、前記事実関係

に照らすと、本件防護柵は、本件道路を通行する人や車が誤って転落するのを

防止するために被上告人によって設置されたものであり、その材質、高さその

他その構造に徴し、通行時における転落防止の目的からみればその安全性に欠

けるところがないものというべく、上告人の転落事故は、同人が当時危険性の

判断能力に乏しい６歳の幼児であったとしても、本件道路及び防護柵の設置管

理者である被上告人において通常予測することのできない行動に起因するも

のであったということができる。したがって、右営造物につき本来それが具有

すべき安全性に欠けるところがあったとはいえず、上告人のしたような通常の

用法に即しない行動の結果生じた事故につき、被上告人はその設置管理者とし

ての責任を負うべき理由はないものというべきである。 
 

（最判平 5.3.30） 

（事案） 

 ５歳の児童が一般開放されていた中学校校庭のテニスコートにある審判台

で遊んでいたところ、審判台が倒れ、下敷きになって死亡した。これに対し、

遺族が国家賠償を求めて出訴した。 
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（判旨） 

 本件事故時のＸの行動は、本件審判台に前部階段から昇った後、その座席部

分の背当てを構成している左右の鉄パイプを両手で握って審判台の後部から

降りるという極めて異常なもので、本件審判台の本来の用法と異なることはも

ちろん、設置管理者の通常予測し得ないものであったといわなければならな

い。そして、このような使用をすれば、本来その安全性に欠けるところのない

設備であっても、何らかの危険を生ずることは避け難いところである。幼児が

異常な行動に出ることのないようにしつけるのは、保護者の側の義務であり、

このような通常予測し得ない異常な行動の結果生じた事故につき、保護者から

設置管理者に対して責任を問うというのは、もとより相当でない。まして本件

に現れた付随的事情からすれば、Ｘは、保護者である被上告人らに同伴されて

いたのであるから、同被上告人らは、テニスの競技中にもＸの動静に留意して

危険な行動に出ることがないように看守し、万一その危険が察知されたときは

直ちに制止するのが当然であり、また容易にこれを制止し得たことも明らかで

ある。 

 これを要するに、本件事故は、被上告人らの主張と異なり、本件審判台の安

全性の欠如に起因するものではなく、かえって、前記に見るようなＸの異常な

行動に原因があったものといわなければならず、このような場合にまで、上告

人が被上告人らに対して国家賠償法２条１項所定の責任を負ういわれはない

というべきである。 
 

（ア） 道路管理の瑕疵 
 

 高知落石事件（最判昭 45.8.20） 

（事案） 

 国道に落石が生じ、走行中の貨物自動車に直撃して同乗者が死亡した。これ

に対し、遺族が国家賠償を請求した。 

（判旨） 

 国家賠償法２条１項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有

すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償

責任については、その過失の存在を必要としないと解するのを相当とする。 

 かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保に

おいて欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、本件道路にお

ける落石、崩土の発生する原因は道路の山側の地層に原因があったので、本件

における道路管理の瑕疵の有無は、本件事故発生地点だけに局限せず、前記 2、

000 メートルの本件道路全般についての危険状況および管理状況等を考慮に

いれて決するのが相当である旨、そして、本件道路における防護柵を設置する

とした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその予算措

置に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕

疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはでき

ないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし回避可能性のない場合であ

ることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認す

ることができる。 

 してみれば、その余の点について判断するまでもなく、本件事故は道路管理

に瑕疵があつたため生じたものであり、上告人国は国家賠償法２条１項によ

り、上告人県は管理費用負担者として同法３条１項により損害賠償の責に任ず

べきことは明らかである。 

判 
例 



再受験生のための必勝パターン攻略講義 行政法 

    ５５ 

 

（最判昭 50.6.26） 

（事案） 

 掘穿工事中の道路に、工事箇所を表示する標識として、赤色灯標柱が設置さ

れていたが、他車によって倒され、赤色灯が消えていたところ、その直後に現

場を通行した自動車が事故をおこした。 

（判旨） 

 本件事故発生当時、被上告人において設置した工事標識板、バリケード及び

赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたのであるから、道路の安全性

に欠如があったといわざるをえないが、それは夜間、しかも事故発生の直前に

先行した他車によって惹起されたものであり、時間的に被上告人において遅滞

なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であったと

いうべく、このような状況のもとにおいては、被上告人の道路管理に瑕疵がな

かったと認めるのが相当である。 
 

 故障自動車放置事件（最判昭 50.7.25） 

（事案） 

 国道に事故により故障したトラックが 87 時間にわたり放置されていたと

ころ、これに衝突した原動機付自転車の運転者が即死した。これに対し、遺族

が国家賠償を求めて出訴した。 

（判旨） 

 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって

一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負うところ（道路法 42 条）、

前記事実関係に照らすと、同国道の本件事故現場付近は、幅員 7.5 メートルの

道路中央線付近に故障した大型貨物自動車が 87 時間にわたって放置され、道

路の安全性を著しく欠如する状態であったにもかかわらず、当時その管理事務

を担当する土木出張所は、道路を常時巡視して応急の事態に対処しうる看視体

制をとっていなかったために、本件事故が発生するまで右故障車が道路上に長

時間放置されていることすら知らず、まして故障車のあることを知らせるため

バリケードを設けるとか、道路の片側部分を一時通行止めにするなど、道路の

安全性を保持するために必要とされる措置を全く講じていなかったことは明

らかであるから、このような状況のもとにおいては、本件事故発生当時、同出

張所の道路管理に瑕疵があったというほかなく、してみると、本件道路の管理

費用を負担すべき上告人は、国家賠償法２条及び３条の規定に基づき、本件事

故によって被上告人らの被った損害を賠償する責に任ずべきであり、上告人

は、道路交通法上、警察官が道路における危険を防止し、その他交通の安全と

円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資するために、違法駐車に対

して駐車の方法の変更・場所の移動などの規制を行うべきものとされているこ

と（道路交通法１条、51 条）を理由に、前記損害賠償責任を免れることはで

きないものと解するのが、相当である。 
 

(イ) 河川管理の瑕疵 
 

 大東水害訴訟（最判昭 59.1.26） 

（事案） 
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 集中豪雨により水害が発生し、被害者らが国に対し、国家賠償請求を求めた。 

（判旨） 

 河川の管理においては、道路の管理における危険な区間の一時閉鎖等のよう

な簡易、臨機的な危険回避の手段を採ることもできないのである。河川の管理

には、以上のような諸制約が内在するため、すべての河川について通常予測し、

かつ、回避しうるあらゆる水害を未然に防止するに足りる治水施設を完備する

には、相応の期間を必要とし、未改修河川又は改修の不十分な河川の安全性と

しては、右諸制約のもとで一般に施行されてきた治水事業による河川の改修、

整備の過程に対応するいわば過渡的な安全性をもって足りるものとせざるを

えないのであって、当初から通常予測される災害に対応する安全性を備えたも

のとして設置され公用開始される道路その他の営造物の管理の場合とは、その

管理の瑕疵の有無についての判断の基準もおのずから異なったものとならざ

るをえないのである。この意味で、道路の管理者において災害等の防止施設の

設置のための予算措置に困却するからといってそのことにより直ちに道路の

管理の瑕疵によって生じた損害の賠償責任を免れうるものと解すべきでない

とする当裁判所の判例も、河川管理の瑕疵については当然には妥当しないもの

というべきである。 
 

 多摩川水害訴訟（最判平 2.12.13） 

（事案） 

 集中豪雨により河川に設置された取水堰が決壊し、水害が発生した。被害者

らが国に対し、国家賠償請求を求めた。 

（判旨） 

 国家賠償法２条１項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常

有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいい、このよ

うな瑕疵の存在については、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状

況等諸般の事情を総合考慮して具体的、個別的に判断すべきものである。とこ

ろで、河川は、当初から通常有すべき安全性を有するものとして管理が開始さ

れるものではなく、治水事業を経て、逐次その安全性を高めてゆくことが予定

されているものであるから、河川が通常予測し、かつ、回避し得る水害を未然

に防止するに足りる安全性を備えるに至っていないとしても、直ちに河川管理

に瑕疵があるとすることはできず、河川の備えるべき安全性としては、一般に

施行されてきた治水事業の過程における河川の改修、整備の段階に対応する安

全性をもって足りるものとせざるを得ない。 

 工事実施基本計画が策定され、右計画に準拠して改修、整備がされ、あるい

は右計画に準拠して新規の改修、整備の必要がないものとされた河川の改修、

整備の段階に対応する安全性とは、同計画に定める規模の洪水における流水の

通常の作用から予測される災害の発生を防止するに足りる安全性をいうもの

と解すべきである。けだし、前記判断基準に示された河川管理の特質から考え

れば、改修、整備がされた河川は、その改修、整備がされた段階において想定

された洪水から、当時の防災技術の水準に照らして通常予測し、かつ、回避し

得る水害を未然に防止するに足りる安全性を備えるべきものであるというべ

きであり、水害が発生した場合においても、当該河川の改修、整備がされた段

階において想定された規模の洪水から当該水害の発生の危険を通常予測する

ことができなかった場合には、河川管理の瑕疵を問うことができないからであ

る。  

 また、水害発生当時においてその発生の危険を通常予測することができたと
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しても、右危険が改修、整備がされた段階においては予測することができなか

ったものであって、当該改修、整備の後に生じた河川及び流域の環境の変化、

河川工学の知見の拡大又は防災技術の向上等によってその予測が可能となっ

たものである場合には、直ちに、河川管理の瑕疵があるとすることはできない。 
 

（ウ） 機能的瑕疵 
 

 大阪空港事件（最大判昭 56.12.16） 

（事案） 

 大阪空港の近隣に住む住民らが、騒音振動による被害を主張し、国家賠償請

求をした。 

（判旨） 

 国家賠償法２条１項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき

安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわ

ち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する

物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に右の

ような危害を生ぜしめる危険性かある場合のみならず、その営造物が供用目的

に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場

合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者

以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。すなわち、当該営

造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設

に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によって危害を生ぜ

しめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにお

いて右営造物の設置、管理には瑕疵があるというを妨げず、したがって、右営

造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、これにつ

き特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用

に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、

それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法

２条１項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。 
 

(4) 効果 

① 国または公共団体の賠償責任 

② 他の責任者への求償権 
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